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被告は，本準備書面において，基準地震動の策定等に関し，本件設置変更許可処

分に係る本件審査において用いた具体的審査基準の内容について整理・補充し，次

回期日において，上記具体的審王室基準及び本件審査の合理性等の主張を整理し，地

震に係る主張を一通り終え，その後，火山に係る主張を行う予定である。

なお，設置許可基準規則の解釈（乙第 11 3号証〔乙第44号証の改正版］。以

後，乙第 11 3号証に基づいて主張する。），地質審査ガイド（乙第45号証）及

び地震動審査ガイド（乙第52号証）については，証拠番号を略記する。また，略

語等の使用は，本書厨で新たに用いるもののほか，従前の例による（本準備蓄面末

尾に「略称語匂使用一覧表Jを添付する。）。

第1 地質・地盤に関する規制の概要

1 設置許可基準縁則における地質・地盤に関する規制

原子炉等規制法は，発電用原子炉を設置しようとする者は，原子力規制委員

会の許可を受けなければならない旨定めているところ（向法43条の 3の5)'

同法は，当該許可の要件のーっとして， f発電用原子炉施設の位置，機造及び

設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉

による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準

に適合するものであることJを求めている（間法第43条の 3の6第 1項4号）。

そして，同号の「原子力規制委員会規則で定める基準」とは，設置許可基準規

則で定めた碁準を指すこととされている（核原料物質，核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等。乙

第 11 4号証〔乙第42号証の改正版〕 20ページ。以後，乙第 11 4号証に

基づいて主張する。）。

そして，設置許可基準規則は，設計基準対象施設（設置許可基準規則2条2

n
k
U
 



項 7号）叫及び重大事故等対処施設（問項 11号）叫について，以下のとおり，

それらが設置される地盤の頑健性を要求している。

(1 ）設計基準対象施設について

設置許可基準規則3条は，設計基準対象施設について，次のように定めて

いる。

ア 設計基準対象施設は，設置許可基準規則4条 2項の規定により算定する

地震カ（設計基準対象施設のうち，地震の発生によって生ずるおそれがあ

るその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に

大きいもの〔以下「耐震重要施設勺というJ にあっては，同条 3項に

規定する基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合においても当

該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければな

らない（設置許可基準規則 3条 1項）。

イ 耐震重要施設は，変形叫した場合においてもその安全機能が損なわれる

おそれがない地盤に設けなければならない（同条2項）。

*1 発電用原子炉施設のうち，運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生を防止し，

又はこれらの拡大を防止するために必要となるものをいう（設置許可基準規則2条2項 7

号）。

*2 重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するための機能を有する施設をい

う（設置許可基準規則2条2項 11号）。

*3 後述する耐震重要度分類の最上位クラスである Sクラスに分類される施設と同義である。

叫 I変形Jとは，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び捺み投ぴに地

震発生に伴う建物・構築物関の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状を

いう（設霞許可基準規則の解釈別記1の2・12 7ページ）。
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ウ 耐震重要施設は，変位吋1生ずるおそれがない地盤に設けなければなら

ない（向条3項）。

(2）重大事故等対処施設について

また，設置許可基準規則 38条は，重大事故等対処施設について，施設の

区分に応じ，次に定める地盤に設けることを求めている。

ア 重大事故防止設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故防止設備」と

いう。）であって，耐震重婆施設に属する設計基準事故対処設備が有する

機能を代替するもの（以下 f常設耐震重要重大事故防止設備」という。）

が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設坊を除く。）

基準地震動叫による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対

処施設を十分に支持することができる地盤（設置許可基準規則 38条 1項

*5 「変位j とは，「将来活動する可能性のある断層等Jが活動することにより，地盤に与える

ずれをいう。

また，「将来活動する可能性のある断層等」とは，後期更新世以降（約 12ないし 13万年

前以降）の活動が否定できない断層等をいい，それには，震源、として考慮する活断層のほか，

地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え，支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり

函を含む（設置許可基準規則の解釈別記1の3・12 7及び12 8ページ）。なお，「将来活

動する可能性のある断層等」と評価されるのは，各種調査の結果，後期吏新世以降の活動が

否定できない場合であり，様々な調査を尽くした上で活動の可能性が推定できないような場

合にまで機械的に「将来活動する可能性のある断層等j と評価されるものではなく，また，

ある つの調査手法からは活動性を示唆するとも解釈し得る場合には，変動地形学的調査，

地表地質調査，地球物理学的調査等の複数の調査を組み合わせる中で，総合的に判断される

ものである。

*6 重大事故等対処施設のうち，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより炉心

の著しい損傷が発生するおそれがある場合又は炉心の著しい損傷が発生した場合において，

原子炉格納容器の破損による工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するための

ものをいう（設置許可基準規則iJ2条2項12号）。

*7 設置許可基準規則4条3項に規定する「基準地震動j をいい，最新の科学的・技術的知見

を踏まえ，敷地及び敷地局辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び

地震工学的見地から想定することが適切なものとして策定する（設置許可基準規則の解釈別

記2の5・13 3ページ）。
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1号）

イ 常設耐震重要業大事故防止設備以外の常設重大事故妨止設備が設置され

る豪大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

設霞許可基準規則4条2項の規定により算定する地震力が作用した場合

においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤

（同規則38条 1項2号）

ウ 重大事故緩和設備のうち常設のもの（以下 F常設重大事故緩和設備」と

いう。）が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）

基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処

施設を十分に支持することができる地盤（設置許可基準規則 38条 1項3

号）

エ 特定重大事故等対処施設

設置許可基準規則4条2項の規定により算定する地震力が作用した場合

及び基準地震動による地震カが作用した場合においても当該特定重大事故

等対処施設を十分に支持することができる地盤（照規則 38条 1項4号）

2 地質審査ガイドの位置づけ

地質審査ガイドは，発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の審査において，

審査官等が設覆許可基準規則及び同規則の解釈の趣旨を十分踏まえ，河規則が

地盤・地震に対する安全性を要求する事項に隠して，基準地震動及び基準津波

の策定並びに地盤の安定性評価等に必要な調室（断層の有無・位置・形状・活

動性や地下構造に関する情報の把握）及びその評価の妥当性を厳格に確認、する

ために活用することを呂的としたものであり（同ガイド1ページ「まえがき1.J 

参照），基準地震動の妥当性を確認するための地震動審査ガイドとともに，規

制基準に関連する内規（行政手続法上の審査基準に該当しないもの）に位置づ

けられるものである。
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もっとも，地質審査ガイドは， 上記妥当性を確認する方法の一例を示したも

のであって，事業者が地質審査ガイドに依拠せずに申請内容の設置許可基準規

則への適合性を主張した場合であっても，原子力規制委員会において，当該申

請内容について，上記妥当性を確認することができれば，当該申請を許可する

ことになる。

3 地質審査ガイドと地震動審査ガイドとの関係

前記3で述べたとおり，地質審査ガイドは，基準地震動を策定する上で，そ

の前提となる震源断層の把握や震源から生じた地震波が解放基盤表面にどのよ

うに伝わるかといった伝播特性の把握をする調査・評価の妥当性を確認するた

めのものであるのに対し，地震動審査ガイドは，地質審査ガイドによって把握

した震源断層や伝播特性に基づく 地震動評価の妥当性を厳格に確認するための

ものである（図 1）。

地i:動1軍備のための地下情造鈎査
(I也質審査ガイド I. 5) 

将来活動する可能性のある断用等の惚定
(I色質審査ガイド I. 2) 

＋ 
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第2 地質審査ガイドの概要

1 地質審査ガイドの総論

(1)地質審査ガイドの適用範囲

地質審査ガイドは，発電用軽水型原子炉施設に適用されるが，その基本的

な考え方は，原子力関係施設及びその他の原子炉施設にも参考となるもので

あるとされている（同ガイド1ページ「まえがき2.J）。

(2）地質審査ガイドの構成

地質審査ガイドは，冒頭の「まえがき」（同ガイド1及び2ページ）にお

いて，全体に共通する事項を記載した上で，「 I.地質・地質構造，地下構

造及び地盤等に関する調査・評価J（同ガイド3ないし 27べ｝ジ）におい

て，主に，将来活動する可能性のある断層等の認、定，建物・構築物の地盤の

支持性能及び周辺斜面の安全性を評価するための調査，震源を特定して策定

する地震動を評価するための断層調査及び基準地震動の策定における地震波

の伝播特性等の把握のための調査等について規定し， rm.調査に関する信

頼性J（問ガイド35ないし 39ページ）において，調査の信頼性を規定し

ている。

なお，「II. 基準津波の策定に必要な調査J（同ガイド 28ないし 34ペ

ージ）においては，基準津波の策定に必要な調査について定めている（同ガ

イド1ページ「まえがき3.J）。

(3）全体共通事項について

地質審査ガイドは， fまえがきJ（向ガイド1及び2ページ）において，

全体に共通する事項として，前記第1の2並びに第2の1(1)及び（2）で述べ

たガイドの位置づけ，適用範囲及び構成について示した上で（まえがき1.な

いし3.)' 2 0 1 1年東北地方太平洋沖地震とそれに関連する事象から得ら

れた知見が，可能な限り反映されていることが重要で、あることや（まえがき

4.），基準地震動及び基準津波の策定等に関する調査に当たっては，調査手
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f去の適用条件及び精度等に配慮し，目的に応じた調査手法により実施される

ことが必要であり，可能な限り，最先端の調査手法が用いられていることが

重要であること（まえがき5.）などを示している。

2 地質審査ガイド「 I.地質・地質構造，地下構造及び地盤等！こ関する調査 E

評価」の各論について

(1)調査・評価方針について

地質審王室ガイド fI . 1 . J （同ガイド 3ページ）は，地質・地質構造，

地下構造及び地盤等に関する調査・評価に関する全体的方針として，次のこ

となどを定めている。

ア 民的に応じた調査手法が選定されるとともに，調査結果の信頼性と精度

が確保されていることを確認する（伺ガイド「 I. 1 . (1) J）。

イ 既存文献の調査，変動地形学的調査，地質調査，地球物理学的調査等の

特性を活かし適切に組み合わせた調査計画に基づいて得られた結果から総

合的に検討されていることを確認する（同ガイド fI . 1 . (2) J）。

ウ 最新の科学的・技術的知見を踏まえていることを確認、する（同ガイド

r1. 1. (3)J）。

(2）調査 E 評価方針で規定する「変動地形学的調査j f地質調査j及び「地球

物理学的調査Jについて

ア 変動地形学的調査

変動地形学的調査は，断層活動等の地殻変動によって形成された地形（図

2）を読み取る調査であり，具体的には，空中写真判読や，航空レーザー

14 -



測量時等がある。

ー

B：三角末端函，C:i!f断層崖， D：断層池， E：ふくらみ， F：断層鞍部， G；地溝， H：横ずれ谷，l：閉塞丘，Hz頭谷， K：風隙，
L-L＇：山麓線のくいちがい， M・M・段丘崖（M,Ml}のくいちがい， 0:1雇き止め性の池

【図2 活断層によって形成された地形の例（出典：地震調査研究推進本部（推本）

ホームページ〔原図：「新編日本の活断層J（活断層研究会編， 1991年）〕）］

イ 地質調査

地質調査は，ある地域の地質の状況を知るための調査であり ，地表踏査，

ボーリング調査へ トレンチ調査＊10等がある（図 3及び4）。

*8 「航空レーザー測量Jは，高精度の位置計測システムを備えた航空機から，地表に向かっ

てレーザーを発射し，面的に距離を計算するものである。計測データの中から，植生の表面

で反射したデータを除外し，地表まで到達したデータのみを選出（フィルタリング）するこ

とにより，植生下の地形面の標高データを得て，航空写真では確認が困難な微細な変動地形

を判読できる。

牢9 「ボーリング調査Jとは，地表から地下に筒状の穴を掘り，地層を採取して地下の状態

を調べる地質調査をいう。

*10 「トレンチ調査」とは，活断層の過去の活動を詳しく知るために，断層（面）を横切る方

向に細長い溝（トレンチ）を掘り，地層を露出させて行われる調査をいう。 断層を挟んだ

了 地層のずれ方や地層の年代などを調査して， 過去の断層の活動に関する情報を得る。

F
hU
 

4
E
A
 



" 

【図3 ボーリング調査（出典：国土交通省四園地方整備局松山河川国道事務所ホ

ームページ）］

『J

ー，． 

［図4 トレンチ調査（出典：国立研究開発法人防災科学技術研究所ホームページ）】
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ウ 地球物理学的調査

地球物理学的調査とは，弾性波（地震波，音波），電流，電磁波，磁気，

重力，放射能などの様々な物理現象を利用して，地表から地下を探査する

技術である 「物理探査J等により ，地質・地質構造を推定する調査である

（図 5）。

受領器｛地震計）

．，・11

・
，‘
 

．．
 

1・f

基盤

反射法と屈折法の概念図

左図：反射法 ・屈折法地震探査（出典：愛知県ホームページ）

右図：海上音波探査（出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所ホームページ）

［図5 地球物理学的調査の例］

(3) 「将来活動する可能性のある断層等Jの認定について

地質審査ガイド「 I. 2. J （同ガイド4ないし 7ページ）は，設計基準

対象施設及び重大事故等対処施設の「地盤j に関する要求（設置許可基準規

則3条及び38条）及びこれらの施設の「地震Jによる損傷の防止に関する

要求（同規則lj4条及び39条）に共通する事項として，「将来活動する可能

性のある断層等Jの認定に関して，その調査 ・評価における確認事項を定め

ている。上記の「将来活動する可能性のある断層等Jについては，設置許可

基準規則の解釈において，震源として考慮する活断層のほか，地震活動に伴

ワ
t

4
E
E
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って永久変位・IIが生じる断層に加え，支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地す

べり面を含むと定義されている（設置許可基準規則の解釈別記1の3・12 

8ぺ｝ジ）。

そして，「地盤j に関する要求（同規則 3条及び38条）においては，将

来活動する可能性のある断層等全てが評価対象となるのに対し，「地震j に

よる損傷の防止に関する要求（同規則ij4条及び39条）においては，将来活

動する可能性のある断層等のうち「震源として考慮する活断層Jが評価対象

となる（設置許可基準規則の解釈別記1の3rまたJ 以下 ・12 8ページ，

地質審査ガイド I. 2. 1 (4）及び（5）参照）（図 6）。

将来活動する可能性のある断層等

震源として考慮する 11地震活動に伴って永久 11支持地盤まで変位及び
油断層 ｜｜ 変位力〈生じる断層 ｜｜変形が及，jd也すべり面

「地盤1(j羽する要求（第3条及び第38条）の対象

【図6 将来活動する可能性のある断層等］

ア 将来活動する可能性のある断層等の認定の基本方針について

(7）地質審査ガイド

地質審査ガイド「 I. 2. 1」（同ガイド4及び5ページ）は，将来

活動する可能性のある断層等の認定の基本方針として，「将来活動する

可能性のある断層等Jの定義等を以下の aないし eのとおり示している。

これらの定義等は，設置許可基準規則の解釈別記1の3 ( 1 2 7及び1

*11 「永久変位」とは，地震に伴って断層面に生じた変位が，地震がおさまっても元に戻らず，

永久的な変位として残ることをいう。
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28ページ）に記載された「将来活動する可能性のある断層等」の定義

等と同じものである。

a f将来活動する可能性のある断層等j は，後期更新世以降（約 12 

～1 3万年前以降）の活動が否定できないものとすること（同ガイド

「I.2. l(l)J）。

b その認定に当たって 後期更新世（約 12～1 3万年前）の地形面

又は地層が欠如する等，後期更新世以降の活動性が明確に判断できな

い場合には，中期更新世以降（約 40万年前以降）まで、遡って地形，

地質・地質構造及び応力場川等を総合的に検討した上で活動性を評価

すること（同ガイド「 I. 2 . 1 (2) J）。

c なお，活動性の評価に当たって，設置面での確認が困難な場合には，

当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により，安全側に判断

する必要がある（同ガイド「 I. 2 . 1 (3））。

d また，「将来活動する可能性のある断層等」には，震源として考慮、

本12 「応力場Jとは，地層にどのような力が加わっているかを示すもので，水平方向を基準に

して押されていれば圧縮応力場，引っ張られていれば引張応力場という。応力場の変化は，

プレートの運動に関係しており，日本のような沈み込み帯では，海洋プレートの沈み込み

の方向と角度が応力場を変化させると考えられている（図 7）。

海洋プレートが大陸プレートを押すことに
より、大陸プレートょに圧縮応力渇がで
きている例．

［図7 圧縮応力場の例（出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所

地質調査総合センターホームページに加筆）］
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する活断層のほか， 地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え，

支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すベり面が含まれる（同ガイド

「I. 2. 1 (4) J）。

e f震源として考慮する活断層Jとは 地下深部の地震発生層から地

表付近まで破壊し， 地震動による施設への影響を検討する必要がある

ものをいう（同ガイド「 I. 2 . 1 (5) J）。

（イ）地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記（7)に関して，次のとおり，重要な点

や留意点等を示している。

a 約 12～1 3万年前以降の複数の地形面又は連続的な地層が十分に

存在する場合は，これらの地形面又は地層にずれや変形が認められな

いことを明確な証拠により示されたとき，後期更新世以降の活動を否

定できる（図 8）。なお，この判断をより明確なものとするため，活

動性を評価した年代より古い（中期更新世〔約40万年前〕までの）

地形面や地層にずれや変形が生じていないことが念のため調査されて

いることが重要である（同ガイド「 I. 2. 1 〔解説〕（1)J ）。

地質時代

｛図8 将来活動する可能性のある断層等］
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b 約 12～1 3万年前の地形面又は地層が十分に存在しない場合に

は，より古い（中期更新世〔約40万年前〕まで）地形面又は地層に

ずれや変形が認められないことを明確な証拠により示されたとき，後

期更新世以降の活動を否定できる（同ガイド「 I.2. 1〔解説〕（2)J）。

c 約40万年前から約 12～1 3万年前までの間の地形回又は地層に

ずれや変形が認められる場合において，約 12～1 3万年前以降の地

形面又は地層にずれや変形が確認されない場合は，調査位置や手法が

不適切である可能性が高いため，追加調査の実施も念頭に調査結果に

ついて詳細に検討する必要がある。その際，地表付近の痕跡等とその

起因となる地下深部の震源断層の活動時期は常に同時ではなく，走向

や傾斜は必ずしも一致しないことに留意する（同ガイド II . 2. 1 

〔解説〕（3)J）。

これは， B本では約40万年前から現在に至るまでほぼ同ーの地殻

変動様式が継続していると考えられるため，約40万年前以降の活動

が認められる断層に関しては，約 12～1 3万年前以降にも引き続き

活動していなし、かについて，慎重に調査する必要があることをいうも

のである。

d 新設の場合には，敷地及び敷地の極近傍における将来活動する可能

性のある断層等の活動性評価において，造成工事前の上載層がある段

階で，詳細な調査が行われていることが重要である。活動性の低い断

層等の活動性評価を行うことが多く，活動年代が問題となるためであ

る（伺ガイド「 I 2. 1 （解説〕（4)J）。

これは，活動性の低い断層等の活動年代は，特に上載地層による評

価がより有効であるところ，造成工事によって上載地層を除去してし

まうと，当該地層による年代の特定ができず，活動年代の評価がより

困難どなるため，当該地層を用いて詳細な調査を行っておくことが重
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要であることをいうものである。

イ 将来活動する可能性のある断層等の活動性評価について

(Y）地質審査ガイド

地質審査ガイド fl.2.2J （同ガイド5ないし7ページ）は，将

来活動する可能性のある断層等の活動性評価に当たり，次の各項目が満

足されていることを確認することとしている。

a 将来活動する可能性のある断層等の認定においては，調査結巣の精

度や信頼性を考慮、した安全側の判断が行われていることを確認する。

その根拠となる地形而の変位・変形は変動地形学的調査により，地層

の変位・変形は地表地質調査及び地球物理学的調査により，それぞれ

認定されていることを確認、する（同ガイド fI . 2 . 2 (1) J）。

b 将来活動する可能性のある断層等が疑われる地表付近の痕跡や累積

的な地殻変動が疑われる地形については，｛回別の痕跡、等のみにとらわ

れることなく，その起因となる地下深部の震源断層を想定して調査が

実施されていることを確認する。また，それらの調査結果や地形発達

過程及び地質構造等を総合的に検討して評価が行われていることを確

認する。その際，地表付近の痕跡、等とその起因となる地下深部の震源

断層の活動時期は常に同時ではなく，走向や傾斜は必ずしも一致しな

いことに留意する（同ガイド「 I. 2 . 2 (2) J ）。

c 地球物理学的調査によって推定される地下の断層の位置や形状は，

変動地形学的調査及び地質調査によって想定される地表の断層等や広

域的な変位・変形の特徴と矛盾のない位置及び形状として説明が可能

なことを確認する（向ガイド fI . 2. 2 (3）」）。

d 将来活動する可能性のある断層等の認定においては，一貫した認定

の考え方により，適切な判断が行われていることを確認する（同ガイ

ド「 I. 2. 2 (4）」）。
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e 将来活動する可能性のある断層等の認定においては，認定の考え方，

認定した根拠及びその信頼性等が示されていることを確認する（向ガ

イド「 I. 2 . 2 (5）」）。

（イ）地質審査ガイドの解説等

地質審査ガイドの解説は，前記（了）の留意点等として， f将来活動す

る可能性のある断層等の認定に当たっては，各調査手法には適用限界が

あり，すべての調査手法で断層等が確認されるとは限らないことに注意

し，いずれかの調査手法によって，それらの断層等が存在する可能性が

推定される場合は，調査手法の特性及び調査結果を総合的に検討する必

要がある。J（向ガイド「 I. 2 . 2 〔解説〕（3）」）ことなどを示して

いる。

なお，地質審査ガイドは，審査において，地震調査研究推進本部叫（推

本）の「『活断層の長期評価手法』報告書（暫定版）J （平成22年 11 

月）（乙第 11 5号証。以下「推本長期評価手法報告書j どいう。）に

記載された評価の考え方も参考にすることとしている（同ガイド 7ペー

ジ〔参考〕）。

(4）敷地内及び敷地極近傍における地盤の変依に関する調査について

地質審査ガイドの「 I. 3 . J （同ガイド8及び9ペ｝ジ）は，敷地内及

び敷地極近傍における地盤の評価に必要な調査について定めている。

ア調査方針について

('i') 地質審査ガイド

地質審査ガイド「 I. 3 1」（同ガイド8ページ）は，調査方針と

して，主に次のとおり示している。

*13 文部科学省に設置されている地震防災対策の強化，特に地震による被害の軽減に資する地

震調査研究の推進を目的とする政府の特別の機関。
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a 重要な安全機能を有する施設の地盤には，将来活動する可能性のあ

る断層等の露頭がないことを確認する（同ガイド fI . 3 . 1 (1）」）。

b 敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が

存在する場合には，適切な調査，又はその組合せによって，当該断層

等の性状（位置，形状，過去の活動状況）について合理的に説明され

ていることを確認する（同ガイド rI . 3 . 1 (2) J ）。

c 敷地内及び敷地極近傍に将来活動する可能性のある断層等の露頭が

存在する場合には，その断層等の本体及び延長部が重要な安全機能を

有する施設の直下に無いことを確認する（同ガイド fI . 3 . 1 (3）」）。

（イ）地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記（了）に関して，次のとおり重要な点や

留意点等を示している。

a 重要な安全機能を有する施設が，将来活動する可能性のある断層等

の露頭がある地盤面に設置された場合，その将来の断層等の活動によ

って安全機能に重大な影響を与えるおそれがある（同ガイド fI. 3. 

1 〔解説〕（1)J）。

b 前記aのようなことを避けるため，敷地内及び敷地極近傍に将来活

動する可能性のある断層等の存否や性状（位置，形状，過去の活動状

況）等を明らかにする必要がある（問ガイド「 I. 3. 1〔解説〕（2)J）。

イ 敷地内及び敷地極近傍の調査について

(7）地質審査ガイド

地質審査ガイド「 I.3.2J （同ガイド8及び9ページ）は，調査

において確認すべき点について，次のとおり示している。

a 敷地内及び敷地極近傍の調査は，後記（5）において述べる地質審査

ガイドの「 I.4 J等で示されている調査手法に基づいて確認、する（同

ガイド「 I 3 . 2 (1) J ）。
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b 施設に与える影響を正確に評価するための十分な調査密度や精度が

保たれていることを確認する（同ガイド fI . 3. 2 (2）」）。

（イ）地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記（了）に関して， f敷地内及び敷地極近

傍においては，地皇室のずれによる被害が大きな問題となるため，震源と

して考慮する活断層のほか，地震活動に伴って永久変位が生じる断層に

加え，支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を対象とする。J（同

ガイド fI. 3. 2 〔解説） (1)」）ことなどを示している。

(5）震源断層に係る調査及び評価について

地質審査ガイドの「 I. 4. J （同ガイド 10ないし 23ページ）は，地

震動評価に必要な震源断層に係る調査・評価に関する内容を説明している。

すなわち， f1.4.lJ （同ガイド 10ないし 14ページ）において共通

事項を示した上で，「 l.4.2J （伺ガイド 14ないし 16ぺ｝ジ）にお

いて内陸地殻内地震に係る調査， fI.4.3J （同ガイド 16ないし 18 

ページ）においてプレート問地震及び海洋プレート内地震に係る調査につい

てそれぞれ示し，最後に「 l.4.4J （同ガイド 18ないし 23ページ）

において，震源断層の評価について説明をしている。

震源断層に係る調査・評価は，基準地震動策定のために必要な「震源、とし

て考慮する活断層」の有無，位置，形状，活動性等の把握を目的としたもの

であり，その妥当性は，適切な地震動評価の前提となるものであって，厳格

な確認が求められる。

なお，ここでいう f震源断層Jとは，地震波を発生させる，いわば地震の

本体である地下の断層のことである。地震動評価においては，震源断層の調

査・評価結果等に基づき，図 9における青色の矩形のように，簡略化した形

状で設定する。
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m黄色で示；；111<r債nとして布市する活
断’J・~OJ I軒目Z艶＂＇.）！，地下O)~J’断
町罰｛画めia,m量定する

震源として考慮する活断層

活断Iiの延長爾

[j~~~~~~~~~~：.~；~~~~~~~~＇.＝~~~~~~~~~~：：~~竺！;, : 暦J じー I ! 

［図 9 地質調査・評価結果等に基づく震源断層の設定（出典 ：推本レシピ・乙第

8 7号証）］

ア 震源断層に係る調査及び評価に関する共通事項

地質審査ガイド「 I.4. lJ （同ガイド 10ないし 14ページ）にお

いて，共通事項として，地震発生様式，断層等の調査手法について説明を

している。

(7）地震発生様式 （地質審査ガイド「 I.4. 1. 1J) 

地質審査ガイ ド「 I.4. 1. lJは， 以下の地震発生様式（内陸地

殻内地震，プレート問地震及び海洋プレート内地震）を踏まえて震源断

層に係る調査が実施されていることを確認することとしている。

a 内陸地殻内地震

「内陸地殻内地震Jとは，陸のプレートの上部地殻地震発生層に生

じる地震をいい，海岸のやや沖合で起こるものを含む（図10参照）。

b プレート問地震

「フ。レート問地震Jとは，相接する二つのプレー トの境界面で発生

する地震をいう（図 10参照）。
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c 海洋プレート内地震

「海洋プレート内地震Jとは，沈み込む又は沈み込んだ海洋プレー

ト内部で発生する地震をいい 海溝軸州付近ないしそのやや沖合で発

生する 「沈み込む海洋プレー ト内の地震Jと，海溝軸付近から陸側で

発生する「沈み込んだ海洋プレー ト内の地震（スラブ内地震） Jの2

種類に分けられる（図 10参照）。

(1995今兵崎県南錦池袋 2007 If t王;u録中経河匂，.，Jど）

【図 10 地震の発生様式（出典 ：原子力安全 ・保安院監修，独立行政法人原子力

安全基盤機構編集・発行「原子力発電所の耐震安全性J（平成19年 7月）に加筆）］

（イ）断層等の調査手法

地質審査ガイド「 I. 4. 1. 2J （同ガイド10ないし 14ページ）

は，既存文献の調査，変動地形学的調査， 地質調査及び地球物理学的調

本14 「海構軸」とは，地形的に海溝が最も深い所をいう。
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査については，次に示す各事項の内容が満たされていることを確認する

こととしてし、る。

a 既存文献の調査（地質審査ガイド「 I. 4. 1. 2目 1 J) 

(a）地質審査ガイド

調査地域の地形・地質等の特性及び敷地からの距離に応じて，地

震活動，歴史地震叫5，測地資料，津波，断層等，変動地形，地質・

地質構造，地球物理学的調査研究等に関する文献・地図及び地震・

地震動観測記録等を収集・整理し，当該地域で発生した，あるいは

発生する可能性のある地震について，断層等との関連，地震発生様

式，発震機構（正断層，逆断層，右横ずれ断層，左横ずれ断層等）

及び地質構造との関係等が把握されていることを礁認、する（向ガイ

ド「 I. 4 . 1 . 2. 1 (1）」）。

遠方の巨大地震や長大活断層（群）等による敷地への影響が考え

られる場合には，これらを含めて調査していることを確認する（向

ガイド「 I. 4 . 1 . 2 . 1 (2) J）。

既存文献の調査を踏まえ，調査地域の地形・地質等の特性，敷地

からの距離及び敷地に与える影響に応じ，以下の4. 1. 2. 2～ 

4. 1. 2. 4に記載されている調査（変動地形学的調査，地質調

査及び地球物理学的調査）を適切に組み合わせた十分な調査が実施

されていることを確認する（同ガイド「 I. 4. 1 . 2. 1 (3) J）。

(b）地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記（a）の既存文献の調査に関する留

意点として，調査地域の地震活動やテクトニクス的背景について正

*15 「歴史地震j とは，器械を用いた近代的な地震綴泌が開始される以前に発生した地震のう

ち，歴史の資料（古文書等）に記述されている地震をいう。
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確に把握されていることなどを掲げている（同ガイド fI. 4. 1. 

2. 1 （解説〕J）。

b 変動地形学的調査（地質審査ガイド fI目 4. 1. 2. 2J) 

(a）地質審査ガイド

地形発達過程（地形の成因を含む。）を重視し，活断層を認定す

るための根拠等が明らかにされていることを確認する。変位地形の

解析からずれ量や活動年代が詳細に検討されていることを確認、する

（向ガイド「 I. 4. 1 . 2. 2 (1) J）。

断層通過地点の変動だけでなく，段丘面等に現れている傾動等の

広域的な変位・変形，地震性地殻変動の存在を示唆する海岸地形に

ついても検討対象とされていることを確認する（伺ガイド fI. 4. 

1. 2. 2 (2) J）。

海域については，調査地域の特性に応じた十分な精度と解像度を

有する測深調査によって詳細な海底地形図が作成され，変動地形学

的な検討が行われていることをと確認する。（同ガイド II. 4. 1. 

2. 2(3)J) 

(b）地質審査ガイドの解説等

地質審査ガイドの解説は，前記（a）の確認に関する留意点として，

地形発達の観点から地形の成因が考察され，活断層の存在する可能

性が検討されていることが重要であるなどとしている（向ガイド

「I.4.1.2.2 〔解説〕J）。

なお，地質審査ガイドの参考は，調査手法として，高精度な空中

写真判読や航空レーザー測量等については，推本長期評価手法報告

書を適宜参照するとしている（「向ガイド I.4.1.2.2 〔参

考〕」）。

c 地質調査（地質審査ガイド「 I目 4. 1 2目 3J) 
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(a）地質審査ガイド

既存文献の調査及び変動地形学的調査の結果を踏まえ，調査地域

の広域的な地質・地質構造を把握するための調査が実施されている

とともに，断層近傍と推定される地域が精査されていることを確認

する（同ガイド fI . 4 . 1 . 2 . 3 (1) J）。

特に断層露顕や地層が変形している露頭の発見と，その露頭観察

による断層活動時期の特定が重要である。こうした露頭と変位地形

との位置関係，断層や破砕帯本16の性状及び地層・岩石の変位・変形

構造が詳細に把握されているとともに，地層及び地形面の詳細な編

年率17を行うことによって断層活動の時期が検討されていることを確

認、する（問ガイド「 I. 4 . 1 . 2 . 3 (2) J ）。

断層活動の証拠が明確に確認、されない地域においては，これをも

って直ちに活断層の存在を否定するのではなく，断層等の存否及び

活動性の確認について追加調査の実施等，特段の注意を払った検討

が行われていることを確認する（同ガイド rI . 4. 1 . 2 . 3 (3) J）。

段丘面等に現れた広域的な変位・変形も調査対象として，これら

の地形面の構成層と堆積物について，堆積年代を明らかにするため

の詳細な調査が行われていることを権認する（同ガイド「 I. 4. 

1 . 2 . 3 (4) J）。

将来活動する可能性のある断層等が疑われる地表付近の痕跡や累

*16 「破砕帯」とは，主に断層運動に伴い岩石が機械的に破砕され，不規則な割れ目の集合体

をなし，断層角磯（断層運動に伴う破砕によって生じた角ばった磯）や断層ガウジ（断層

運動に伴う破砕によって生じた細粒・未園結の断層内物質）などから構成されるある幅を

もった帯をいう。

*17 「編年jの本来の意味はいろいろな出来事を年代順に記録することであるが，地質学では，

化石あるいは種々の地史学的事件を基準として，地質時代を区分することの意味に用いる

場合が多く，地質審査ガイドでも後者の意味で用いられている。
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積的な地殻変動が疑われる地形は，個別の痕跡等のみにとらわれる

ことなく，その起因となる地下深部の震源断層を想定して調査が実

施されていることを確認する。その際，地表付近の痕跡等とその起

因となる地下深部の震源断層の活動時期は常に照時ではなく，走向

や傾斜は必ずしも一致しないことに留意する（向ガイド fI. 4. 

1 . 2. 3 (5) J）。

(b）地質審査ガイドの解説等

地質審査ガイドの解説は，前記（a）の確認、に関する留意点として，

断層の活動性評価に対し，断層活動に関連した微細なずれの方向（正

断層，逆断層，右横ずれ断層，左横ずれ断層等）や鉱物脈又は貫入

岩本18等との接触関係を解析することが有効な場合があること（同ガ

イド「 I. 4. 1. 2. 3 〔解説〕（5)J）などを説明している。

この評価方法は，断層が岩脈や鉱物脈を切断していなければ，岩

脈や鉱物脈の形成時期以降に断層が活動していないと判断する手法

であり，後期更新世（約 12～1 3万年前）の地層が存在しない場

合等に有効な手法である（図 11参照）。

*18 「貫入岩j とは，地下のマグマが地表に到達することなく，地下で冷えて固まった岩石の

ことをいう。
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ーーー 12-13万年前
より前の岩脈や
鉱物脈

園田園評価対象の断層

将来活動する
可能性のある
断財等

料掠活動する

可能性のある
断j骨等ではない

［図 11 鉱物脈法｝

なお，地質審査ガイドの参考は，ボーリ ングデータの活用法につ

いては，推本長期評価手法報告書を適宜参照するとしている（同ガ

イド I. 4. 1. 2. 3 〔参考〕）。

d 地球物理学的調査（地質審査ガイド「 I. 4. 1. 2. 4J) 

（~）地質審査ガイド

地質審査ガイド「 I. 4. 1. 2. 4Jは，「調査地域の地形・

地質等の特性に応じた適切な探査手法及び解析手法を用い，地下の

断層の位置や形状及び摺曲等の広域的な地下構造の解明に努めてい

ることを確認する。Jとしている（同ガイド「 I.4. 1. 2. 4 

(1) J）。

(b）地質審査ガイドの解説等

地質審査ガイドの解説は，前記（a）の確認に関する留意点として，

弾性波探査については，平野等の新しい堆積物の変形を明らかにし，

活断層の位置等を確認するための浅部探査と，深部の断層形状や摺

曲構造の解明を対象とした深部探査があり，探査対象を明確にして，

仕様が決められていること，海域では，音響測深や弾性波探査等の

q
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地球物理学的調査が実施されていることを確認することとしている

（向ガイド f1.4.1.2.4 〔解説〕J）。

なお，地質審査ガイドの参考は，調査手法として，反射法地震探

査や重力異常分布デ｝タの活用法，地震波トモグラフィー削などに

よる構造調査等については，推本長期評価手法報告書を適宜参照す

るどしている（同ガイド 1.4.1.2.4 〔参考〕）。

イ 内陸地殻内地震に係る調査

地質審査ガイド「 I. 4. 2」（同ガイド 14ないし 16ページ）は，

内陸地殻内地震に係る調査の妥当性について，適切な判断を可能とすると

いう観点から，確認、事項等さと定めている。

(7）陸域における誠査（地質審査ガイド FI. 4. 2. 1」）

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド f1.4.2.lJは，陸域の内陸地殻内地震に係

る調査の妥当性を確認するため，次に示す各事項の内容を満足してい

ることを確認することとしている。

(a）広域的な地形面の変位・変形から，地下に伏在する活断層や摺曲

の存在が想定される場合には，変動地形学的調査・地質調査・地球

物理学的調査によって，その位置・形状が推定され，その根拠が明

らかにされていることを確認する（同ガイド fI . 4 . 2 . 1 (1) J）。

(b）空中写真判読や航空レーザー測量等から，活断層，活摺曲，活撰

*19 「地震（波） トモグラフィー」とは，地震波（弾性波）等を利用して，地中の断面の物性

｛症を可視化する技術である。人体の断面を可視化する医療用CTと，基本的な原理は同じ

である。
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由”。及び広域的な地形磁の変位・変形を認定する場合は，地形発透

過程を考慮し，その認定の根拠が明らかにされていることを確認す

る（同ガイド fI . 4 . 2 . 1 (2) J ）。

(c）陵域で活断層の存在が推定された場合，その存在及び活動年代を

確認、するため， トレンチ調査が，また，その位置及び形状を確認す

るため，ボーリング調査等の地質調査が実施されていることを確認、

する。また，地質構造との関連を捉えるため，必要に応じて深層ボ

ーリングや弾性波探査等が実施されていることを確認する。当該活

断層から発生する地震の規模を推定するため，活断層の活動区間や

変位量が適切に評価されていることを確認する（同ガイド fI. 4. 

2. 1 (3) J）。

(d) トレンチ調査等は，断層活動を確認する最も信頼できる手法のひ

とつであり，適切な掘削場所の選定が重要で、ある。このため， トレ

ンチ調査により活断層を確認できない場合には，その位置選定が適

切であったかを検討し，検討結果が明らかにされていることを確認

する（同ガイド「 I. 4. 2. 1 (4) J）。

(e）段丘面等の高度分布から，累積的な変動が明らかな地域において

は，累積的な変動の様式や広がりを基に沿岸域に活断層が推定され

る場合がある。このような場合には，適切な調査技術を組み合わせ

た十分な調査が実施され，地下深部に至る震源、断層の形状が推定さ

れていることを確認する（悶ガイド fI . 4. 2. 1 (5) J）。

b 地質審査ガイドの解説

キ20 「携曲J（とうきょく）とは，地層の緩やかな捺みのこと。地下の断層に変位が生じて

も，軟弱な未固結堆積物が厚いところでは，断層変伎はその中で拡散してしまい，地表に

段差は現れず，地層の緩やかな携み（捺曲）によって緩い傾斜が生じる場合も多い。
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地質審査ガイドの解説は，前記aの確認、に濁する留意点について，

説明をしている（同ガイド II.4.2.1 〔解説〕j）。

（イ）海域における調査（地質審査ガイド fI 4. 2. 2 J) 

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド fI. 4. 2. 2Jは，海域の内陵地殻内地震に係

る調査の妥当性を確認するため，次に示す各事項の内容を満足してい

ることを確認することとしている。

(a）海域においては，適切な各種の調査技術を組み合わせた十分な調

査が実施されていること，広域的な海底地形と海底地質構造から深

部の活断層を含め活断層の位置・形状が推定されていること及びそ

の根拠が明らかにされていることを確認する（同ガイド fI. 4. 

2. 2 (1））。

(b）海域では堆積環境の場（引用者、注：堆積物が堆積する条件にある

場所）も多いため，海底地形及び地層の変形が広域的に明らかにさ

れていることを確認する（向ガイド「 I. 4 . 2 . 2 (2) J）。

(c）反射断面の層序区分柏市1断面の交点全てで矛盾なく行われている

ことを確認する（同ガイド「 I 4 . 2. 2 (3) J) （図 12参照）。

*21 「層序区分」とは，累重している地層を，層序（地層の上下の重なり方， 111真序）関係，岩

石の諸特性，含有化石，生成時代などを尺度として体系的に区分することをいう。海上音

波探査においては，音波探盗の反射断面とボーリング等の地質情報を対比することにより，

層序区分を行う。
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、

地質断面のパネルダイヤグラム

【図 12 反射断面の層序区分の整合性確認の例（出典：公益社団法人物理探査学

会「新版物理探査適用の手引き －土木物理探査マニュアル2008-J412 

べ｝ジ）】

(d）海底下の地層の年代が十分な信頼性をもって決定されていること

を確認する（同ガイド「 I. 4. 2. 2 (4) J）。

b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記aの確認に関する留意点について，

説明をしている（同ガイド「 I. 4. 2. 2 〔解説〕J）。

ウ プレート間地震及び海洋プレート内地震に係る調査

地質審査ガイド「 I.4. 3J （同ガイ ド16ないし18ページ）は，

プレー ト問地震及び海洋プレート内地震に係る調査の妥当性を確認するた

めの確認事項等について説明をしている。具体的には，敷地周辺の中 ・小

・微小地震や各種文献等の知見に基づき，日本列島周辺のプレー ト境界及
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び海洋プレ｝ト内で発生する地震に関する調査が実施されていることを確

認することとし，次に示す確認、事項を定めている。

(7）プレート問地震（地質審査ガイド「 1 4. 3. 1J) 

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド f1.4.3.lJ は，プレート問地震の調査の妥

当性を判断するため，次の確認事項を定めている。

(a）世界で起きた大規模なプレート問地震の発生機構やテクトニクス

的背景及びプレート境界の巨視的形状について，日本付近のプレー

ト問地震との類似性を考慮した上で既存文献調査が行われているこ

とを確認する（問ガイド fI . 4. 3 . 1 (1）」）。

(b）世界で起きた大規模なプレート問地震の強震動発生域の分布，応

力降下量叫，破壊開始点及び破壊過程等について既存文献調査が行

われていることを確認、する（同ガイド「 I. 4 . 3 . 1 (2) J）。

(c）活動間隔が百～二百年以内のプレート問地震については，地震規

模や震源領域を推定するため，歴史記録や観測記録等が検討されて

いることを確認する。また，歴史記録が存在しない場合でも，古地

震学的調査や考古学的調査等の資料等が検討されているこどを確認

する（同ガイド II . 4 . 3 . 1 (3) J）。

(d）海溝付近にプレート境界の分岐断層が露出する場合が知られてい

ることから，震源領域や津波の波源域を把握するため，既存の海底

地形図（DEM四を含む。以下同じ。）及び弾性波探査記録を用い

て，分岐断層の分布と形状が検討されていることを確認する（同ガ

*22 断層が破壊すると，そこに蓄えられていたエネルギーが解放されるため，岩盤中の応力が

降下する。「応力降下量Jとは，断層破壊（地震）の直前の応力と直後の応力の差をいう。

*23 rD EM  (Digital Elevation出odel)Jとは，地表面の地形のデジタノレ表現であり，数値

標高モデルのことをいう。
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イド「 I. 4. 3. 1 (4) J) （図 13及び14参照）。

大陸ブルート

［図 13 分岐断層（出典 ：国立研究開発法人海洋研究開発機構ホームページ）］

関・7 値両地明白 50n1メッシふDEMから作

広LK姐tH~ ・5隙n閃（•）！HJ~旬開
(b) 同矢印が開門日陶方浄由湾臨時す

ベリ.~ ;; n1が島開力，~ 'i' ＇）田中~:l:n

• • • ~ Ii 

fff~ 

［図14 DE Mから作成した地形図の例（出典：岩橋純子，松本良浩「海陸一体

のデジタル地形データ作成に関するケース ・スタディJ『国土地理院時報』（ 2

0 1 7年， 12 9集）］
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(e）プレート形状，すべり欠損•24分布，破壊伝橋速度，破壊の開始点

及びアスベリティとの位置関係等について既存文献等の調査がされ

ていることを確認する（同ガイド fI . 4 . 3 . 1 (5) J）。

(f)震源領域については，断層の三次元形状，海底地質構造並びに海

底の変動地形学的証拠，海岸の隆起・沈降等の変動地形学的証拠及

び重力異常・地震波速度構造・微小地震分布・発震機構分布・地震

時及び地震聞の地殻変動等の地球物理学的データに関し，既存文献

等の調査がされていることを確認する（同ガイド「 I. 4. 3. 1 

(6）」）。

(g）海溝に沿う破壊が比較的狭い震源領域で止まる場合L 隣接する

震源領域が連動して破壊が広範囲に及ぶ場合があるため，敷地に大

きな影響を与える歴史記録に無い豆大地震発生の可能性を検討する

観点から，敷地周辺における海成段丘面や波蝕台叫の高度分布，地

震や津波の観測記録，歴史記録及び津波堆積物等に関する調査・研

究結果が慎重に検討されていることを確認する（同ガイド fI. 4. 

3. 1 (7) J）。

(h）津波堆積物の調査に関しては， rn. 3. 3 津波堆積物調査j

により，適切に実施されていることを確認する（同ガイド「 I.4. 

3. 1 (8)J）。

*24 「すべり欠損」とは，プレートの相対的平均速度から期待される相対変佼量から実際の相

対変｛立量を差し引いた量をいう。すなわち，プレート境界がずるずるとすべることなくく

つついた状態で、あり，この蓄積安調べることで固着状態（ひずみの蓄積）が分かる。

キ25 波蝕捌と呼ぶ場合もある。岩石海岸に見られる地形で，満潮時に水没し，干潮時に現れる

平らな場の面をいう。ほぼ水平か沖傾ljにわずかに傾いており，その沖側の端l土小さな崖に

なっている。
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b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，地震性地殻変動の累積によって形成され

た海成段丘面の高度分布や歴史記録等を詳細に検討し，震源領域を推

定するに当たっての留意点として，津波堆積物の時代を特定し，津波

遡上高（海岸から内陸へ津波がかけ上がる高さ）や浸水範囲とその空

間的分布を活用して巨大地震や津波の規模を評価できるが，津波堆積

物は必ず保存されているとは限らないことや津波堆積物の分布範囲は

必ずしも浸水範聞とは一致しないため，過小評価になる場合があるな

ど一定の事項に留意することが望ましいことを説明している（同ガイ

ド fI.4.3.1 〔解説〕J）。

（イ）海洋プレート内地震（地質審査ガイド「 I 4. 3. 2」）

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド fI.4.3.2Jは，海洋プレート内地震の調査

に関する妥当性を判断するため，次の確認、事項を定めている。

(a）沈み込む海洋プレート内の地震（ア．ウターライズ地震）及び沈み

込んだ海洋プレ｝ト内の地震（スラブ内地震）を考慮していること

を確認する（同ガイド r1. 4. 3. 2(1)J）。

(b）海洋プレート内地震においては，テクトニクス的背景を考慮して

適切な発震機構であることを確認、する（同ガイド fI.4.3.2

(2) J）。

(c）海洋プレート内地震の地震規模や震源領域の推定に当たっては，

観測記録に基づく解析結果等が有効に活用されていることを確認す

る（同ガイド fI . 4 . 3 . 2 (3) J）。

(d）アウターライズ地震及びスラブ内地震については，発生機構やテ

クトニクス的背景が過去に発生した国内及び世界の類似の事例につ

いて調査されていることを確認する（同ガイド「 I. 4. 3. 2 
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(4) J）。

(e）津波堆積物の調査に関しては， rn. 3. 3 津波堆積物調査」

により，適切に実施されていることを確認する（同ガイド fI. 4. 

3. 2 (5) J）。

b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記aの確認、に当たっての補足・留意事

項を示している（向ガイド rr.4.3.2 〔解説〕）。

ヱ震源断層の評価

地質審査ガイド rr. 4. 4.J ＜同ガイド18ないし 23ページ）は，

震源断層の評価の妥当性を判断するための確認、事項等について説明をして

いる。具体的には，まず共通事項を示した上で，内陸地殻内地震，プレー

ト問地震，海洋プレ｝ト内地震それぞれに関する震源断層の評価について

説明をしている。

地質審査ガイドは，震源断層等について，調査結巣の信頼度（確からし

さ）や精度等を考慮し，安全側に設定されている必要があるなどとしてお

り（後記（イ） b • 4 5ページ），こうした記載を踏まえれば，震源、断層に

係る調査及び評価などにおいては，その妥当性を厳格に確認する必要があ

る。

(7）震源断層の評価における共通事項（地質審資ガイド rr 4. 4. 1J) 

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド「 1.4.4.lJ （向ガイド 18ページ）は，震

源断層の評価の妥当性判断における共通の確認事項として，次の事項

を掲げている。

(a）内陸地殻内地震（ I. 4. 4. 2），プレート閑地震（ I. 4. 

4. 3）及び海洋プレート内地震（ I. 4. 4. 4）に関する震源
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断層の評価において設定される起震断層出及び活動区間や震源領域

の活動性は，既存文献の調査，変動地形学的調査，地質調査，地球

物理学的調査の結果に基づく平均変位速度，変位量及び活動間隔等

により推定されていることを確認する。また，ハザード評価に活用

されていることを確認する（向ガイド fI . 4. 4. 1 (1) J）。

(b）地震発生層の浅さ限界・深さ限界は，敷地周辺で発生した地震の

震源分布・キュリ一点深度叫7・速度構造データ等を参考に設定され

ていることを確認する。ただし，地震発生層の浅さ限界を設定する

際には，周辺地域やテクトニクス的背景が，類似の地域における大

地震の余震の精密調査による観測点直下及びその周辺の精度の良い

震源の深さが参考とされていることを確認する（悶ガイド fI. 4. 

l . 1 (2) J）。

(c）地震発生層は，調査結果から判明した浅さ限界・深さ限界を明ら

かにし調査の不確かさを踏まえた浅さ限界・深さ限界が設定され

ていることを確認する（同ガイド fI . 4. 4. 1 (3) J）。

(d）震源断層の位置及び形状等は，調査結果から判明した長さ及び断

層傾斜角等に基づき，調査の不確かさを踏まえて設定されているこ

とを確認する（同ガイド fI . 4. 4. 1 (4）」）。

*26 「起草霊断層」とは，地表での断層線の踊離距離など地表における断層の分布形状に基づき

区分された，一連に活動して地震を起こすことが考えられる活断層グループのことをいう。

地質審査ガイドでは，地下深部の「震源断層j を想定して調査が実施されていることを確認

するとされていることから，「起震断層jは，結果的に f震源断層Iとほぼ同義として扱わ

れている。

*27 「キュリ一点Jとは，ある物質がその磁性を失う温度をいう。地下は，一般に，地熱によ

り深いところほど温度が高いので，磁性岩｛本は地下深くのある深度でキュリ一点に達し，

その磁性を失う。これをキュリ一点深度と言う。キュリ一点深度と地震発生属下限の聞に

は相関があるとの知見もある。
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b 地質審査ガイドの解説

地質審蚕ガイドの解説は，前記aに関する留意点等として，次の事

項を挙げている。

(a）活断層の認定やそれ以降の地震動評価において，活断層の性状を

できるだけ正確に把握することが必要であり，調査段階において次

の点を踏まえつつデ、ータが整備される必婆がある（同ガイド「 I. 

4. 4. 1 〔解説〕（1)J）。

①活断層の三次元構造を把握することが重要である。必要に応じ

て三次元弾性波探査等適切な探査法が使用されることが望まし

し、。

② 露頭において観察される断層面の傾斜は，必ずしも地下深部の

断層面の傾斜と同一ではない。

③ 弾性波探査により得られた反射面では，物質境界（異なる地層

同士が接している境界）の方が，現在の力学境界（両側の相対的

なずれ・変位によって歪みを解消している境界，すなわち断層面）

より鮮明に見える場合がある。

④ 活断層（群）については，地表断層の不連続や形状変化が震源

断層の不連続を示さない場合がある。

(b）地震動評価及びハザード評価等に資する観点から，下記を踏まえ，

データが収集される必要がある（間ガイド「 I. 4. 4. 1 〔解説〕

(2) J）。

① 断層浅部のアスベリティの位置の推定には，活断層に沿った 1

回の変位量（平均変位速度）の変化に関する情報が有効である。

②破壊開始点の推定には，活断層の分岐形状等の地表形態が有用

である。

③ 活動時期や1由の変位量の推定には，変動地形の情報に加え，
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トレンチ調査，海上音波探査等が有用である。

(c）評価された震源断層については，調査結果から得られた震源、特性

モデルが設定され，それらの不確かさの範囲が明らかにされ設定さ

れている必要がある。また，活断層（群）については，震源断層の

連動が考慮される必要がある（同ガイド「 I. 4. 4. 1 〔解説〕

(3) J）。

(d）基準地震動の策定において，地震動を断層モデル等により詳細に

評価した結果，震源、特性パラメータ及びその不確かさ等の設定にお

いて，情報が不足する場合，不確かさの編をより大きく設定する必

要がある（向ガイド「 I. 4. 4. 1 〔解説〕（4)J）。

c 地質審査ガイドの参考

地質審査ガイドの参考においては，推本長期評価手法報告書に記載

された評価の考え方も参考にすることとし，また，微化石分析による

古気候学叫的調査が有効となる場合もあるとしている（同ガイド「 I. 

4. 4. 1 〔参考〕J）。

（イ）内陸地殻内地震に関する震源断層の評価（地質審査ガイド「 I. 4. 

4. 2J) 

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド fI.4.4.2Jは，内陸地殻内地震に関する震

源、断層の評価の妥当性判断に必要な確認事項として，次の事項を掲げ

ている。

(a）内陸地殻内地震においては，複数の連続する活断層や近接して分

岐，並行する複数の活断層が連動してより規模の大きな地震を引き

*28 「古気候学j とは，過去の地球上の気候を対象とする研究分野をしづ。動植物化石の構成

や分布等に基づいて，古環境要素のうち気視・降水量・風などの状態と変遷を解析する。
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起こすことを考慮して，既存文献の調査，変動地形学的調査，地質

調査及び地球物理学的調査の結果に基づいて起震断層が設定されて

いることを確認する（同ガイド「 I. 4 . 4 . 2 (1) J）。

(b）活断層（群）においては，破壊の開始点とアスペリティどの位置

関係等によって，一括放出型地震（起震断層全体の活動による地震）

よりも分割放出型地震（起震断層を構成する一部の活断層の活動に

よる地震）の方が敷地に大きな影響を及ぼす可能性がある場合には，

分割放出型地震に対応する活断層（群）から構成される活動区間が

設定されていることを確認する（同ガイド「 I. 4 . 4 . 2 (2) J）。

(c）長大な活断層による地震や孤立した短い活断層による地震の規模

は，最新の知見を十分に考慮して設定されていることを確認する（同

ガイド「 I. 4. 4. 2 (3) J）。

(d）地震活動に関連した活摺曲や活擦曲等については，活断層と同様

に調査対象どし，その性状に応じて震源として想定する断層の評価

に考慮されていることを確認する（同ガイド fI 4. 4. 2 (4) J）。

(e）震源断層モデルの長さ又は面積，あるいは 1回の活動による変位

量と地震規模を関連づける経験式を用いて地震規模を設定する場合

には，経験式の適用範囲を十分に検討されていることを確認する。

その際，経験式は平均値としての地震規模を与えるものであること

から，経験式が有するぱらつきも考慮されていることを確認する（同

ガイド fI . 4. 4. 2 (5）」）。

(f）震源として想定する断層の形状評価を含めた震源特性パラメータ

の設定に必要な情報が十分得られなかった場合には，その設定に当

たって不確かさの考慮が適切に行われていることを確認する（同ガ

イド fI . 4 . 4 . 2 (6) J）。

b 地質審査ガイドの解説
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地質審査ガイドの解説は，前記aに関する留意点等として，内陵地

殻内地震における震源断層の評価に当たって，起震断層及び活動区間

は，調査結果の信頼度（確からしさ）や精度等を考慮、し，地形発達過

程，地質構造等を総合して安全側に設定される必要があることや，地

表においては断層が不連続である場合には，地震波速度矯造等の地球

物理学的データを十分に考慮して，連続性が検討される必要があるこ

となどを説明している（同ガイド fI. 4. 4. 2〔解説〕（1)J等）。

（ウ）プレート問地震に関する震源断層の評価（地質審査ガイド fI. 4. 

4. 3」）

a 地質審査ガイド

地質審査ガイド fI. 4 4. 3Jは，プレート問地震に関する震

源断層の評価の妥当’性判断に必要な確認、事項として，次の事項を掲げ

ている。

(a）プレート問地震に関しては，国内のみならず世界で起きた大規模

な地震を踏まえ，地震の発生機構やテクトニクス的背景の類似性を

考慮した上で規模及び震源領域の設定が行われていることを確認す

る（同ガイド「 I. 4 . 4 . 3 (1）」）。

(b）圏内のみならず世界で起きた大規模な地震を考慮した上で，強震

動生成域の分布，応力降下量，破壊開始点及び破壊過程等の設定が

行われていることを確認する（同ガイド「 I. 4. 4. 3 (2）」）。

(c）敷地周辺において過去に発生した地震の競模，すべり量及び震源

領域の広がり等に関する地形・地質学的，地震学的及び測地学的な

直接・間接的な情報が，可能な限り活用されていることを確認する

（同ガイド「 I. 4 . 4. 3 (3) J）。

(d）プレート形状，すべり欠損分布等を踏まえ，不確かさを考慮して

震源領域及びすべり量分布等を適切に設定されていることを確認す
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る。また，隣り合う震源、領域が連動し，より規模の大きな地震を引

き起こすことがあるため，震源領域の連動を適切に考慮されている

ことを確認する（同ガイド fI . 4. 4 . 3 (4) J）。

b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記aに関する留意点として，プレ｝ト

問地震に係る震源断層の評価に当たっては，国内のみならず世界で起

きた大規模な地震の事例を踏まえ，地震の発生機構やテクトニクス的

背景の類似性を考慮する必要があることなどを指定している（同ガイ

ド ri.4.4.3 〔解説〕」）。

（工）海洋プレート内地震に関する震源断層の評価（地質審査ガイド「 I. 

4. 4. 4J) 

a 地震審査ガイド

地質審査ガイド「 I. 4. 4. 4Jは，海洋プレート内地震に関す

る震源断層の評価の妥当性判断に必要な確認事項として，次の事項を

掲げている。

(a）海洋プレート内地震に関しては，国内のみならず世界で起きた大

規模な地震を踏まえ，地震の発生機構やテクトニクス的背景の類似

性を考慮した上で規模や震源領域等の設定が行われていることを確

認する（向ガイド「 I. 4 . 4 . 4 (1) J）。

(b）敷地周辺において過去に発生した地震の規模，すべり量，震源、領

域の広がり等に関する地形・地質学的，地震学的及び測地学的な直

接・間接的な情報が，可能な限り活用されていることを確認する（同

ガイド「 I. 4. 4. 4 (2）」）。

(c）震源領域周辺の過去の地震履歴，地震活動及びプレート形状等を

踏まえ，不確かさを考慮して震源領域及び地震規模等が適切に設定

されていることを確認する（同ガイド「 I. 4 . 4 . 4 (3) J）。
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(d）テクトニクス的背景を考慮、した上で，発震機構が設定されている

ことを確認する（同ガイド「 I 4. 4. 4 (4) J ）。

b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記aに関する留意点として，海洋プレ

ート内地震に係る震源、断層の評価に当たっては，国内のみならず世界

で起きた大規模な地震の事例を踏まえ，地震の発生機構やテクトニク

ス的背景の類似性を考慮する必要があることなどを指摘している（同

ガイド「 I. 4. 4. 4 〔解説〕」）。

(6）地震勤評価のための地下構造調資

地質審査ガイドの「 I. 5. J （岡ガイド 24及び25ページ）は，地震

動評価に必要な情報の調査・評価に関する事項のうち，地下構造調査に関す

る確認、事項等を説明している。

基準地震動との関係でいえば，この調査は，基準地震動の策定に必要な地

震動評価に当たって，地震波の伝播特性を把握するための調査である。

ア 調査方針（地質審査ガイド「 I 5. 1」）

(Y）地質審査ガイド

地質審査ガイド「 I. 5. 1 Jは，地震動評価のための地下構造調査

の方針として，次の事項を掲げている。

a 地下構造（地盤構造，地盤物性）の性状（図 15）は敷地ごとに異

なるため，地震動評価のための地下構造モデル作成に必要な地下構造

調査に際しては，それぞれの敷地における適切な調査・手法が適用さ

れていることを確認する（同ガイド「 I. 5 . 1 (1）」）。
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［図 15 地下構造モデルの模式図（出典：推本レシピ・乙第87号証）］

b 地下構造調査により，敷地及び敷地周辺における地層の傾斜，断層

及び摺曲構造等の地質構造を把握するとともに，地震基盤本29・解放基

盤叩の位置や形状，地下構造の三次元不整形性，岩相・岩質の不均一

性，地震波速度構造等の地下構造及ひや地盤の減衰特性が適切に把援で

きていることを確認する（向ガイド fI . 5 . 1 (2) J）。

c 敷地及び敷地周辺の調査については，地域特性，既往文献の調査，

*29 「地震基盤j とは， S波速度が3km/s程度以上の層で，地震波が地盤の影響を大きく

受けない基盤のことをいう。一般的に，地震基盤面以浅では，地表に近付くにつれてS波

速度の小さい層となり，地震波が増幅するが，地震基盤面以深の深さ十数kmまでの上部

地殻と呼ばれる部分では， S波速度が 3～3. 5 km/ sでほぼ一定となるため，地震波

の増幅はないとされている。

*30 「解放基盤j とは，基準地震動を策定するために， J憲章主面上の表層及び構造物が無いもの

として仮想的に設定する自由表面であって，著しい高低差がなく，ほぼ水平で相当な拡が

りを持って想定される基盤の表面をいう。ここでいう「基盤」とは，おおむねせん断波速

度V s=700m/s以上の硬質地盤であって，著しい風化を受けていないものとする

（設置許可基準規則の解釈別記2の5一・ 13 3ベージ）。解放基盤は，おおよそ，図 15 

の工学的基盤に相当する。
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既存データの収集・分析，地震観測記録の分析，地質調査，ボーリン

グ調査及び二次元又は三次元の物湿探査等を適切な手JI僚と組合せで実

施されているこどを確認する（同ガイド「 I. 5 . 1 (3) J）。

d 地震動評価の過程において，地下構造が成層かっ均質と認められる

場合を除き，三次元的な地下構造により検討されていることを，「基

準地震動及び耐震設計方針に係る審盗ガイドJ（地震動審査ガイド）

により確認する（向ガイド fI . 5 . 1 (4) J）。

（イ）地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記(7）の留意点として，地震動評価に当

たって，地震発生層を含む地震基盤から解放基盤までを対象とした地下

構造調査（以下「広域地下構造調室（概査）Jという。）と地震基盤か

ら表層までを対象とした地下構造調査（以下「敷地近傍地下構造調査（精

査） Jという。）を組み合わせた調査を実施して，地下構造データが適

切に取得されていることなどを説明している（同ガイド fI. 5. 1〔解

説〕J）。

イ 地下構造調査（地質審査ガイド「 I. 5. 2J) 

地質調査ガイド「 I. 5. 2 Jは，広域地下構造調査（概査）と敷地近

傍地下構造調査（精査）の妥当性判断のための確認事項を掲げている。

(i'）広域地下構造調査（概査）（地質審査ガイド「 I 5. 2. 1J) 

a 地質審査ガイド

(a）比較的長周期領域における地震波の伝播特性に大きな影響を与え

る，地震発生層を含む地震基盤から解放基盤まで、の地下構造モデル

を作成するための広域地下構造調査（概査）が，適切に行われてい

ることを確認する（同ガイド「 I. 5 . 2 . 1 (1) J）。
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(b）広域地下構造調査（概査）として，ボーリング及び物理検層ぺ

反射法・屈折法地震探査，電税気探査，重力探査，微動アレイ探査

及び水平アレイ地震動観測叫等による調査・探査・観測を適切な範

函及び数量で実施していることを確認する（同ガイド II . 5. 2. 

1 (2) J）。

(c）震源から対象サイトの地震基盤までの地震波の伝播経路特性に影

響を与える地殻構造調査として，弾性波探査や地震動観測等を適切

な範囲及び数量で実施していることを確認する（同ガイド「 I. 5. 

2. 1 (3)J）。

b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記aの確認事項の留意点等について，

f広域地下構造調査（概査）により，地震発生層を含む地震基盤から

解放基盤までの三次元深部地下構造，地下構造の三次元不整形性等が

適切に把握できている必要がある。Jことなどを説明している（同ガ、

イド「 I. 5. 2. 1 〔解説〕J）。

（イ）敷地近傍地下構造調査（精査）（地質審査ガイド fI. 5. 2. 2」）

a 地質審査ガイド

(a）比較的短周期領域における地震波の伝播特性に影響を与える，地

震基盤から地表面までの地下構造モデ、ノレを作成するための敷地近傍

地下構造調査（精盗）が，適切に行われていることを確認、する（向

ガイド「 I. 5 . 2 . 2 (1) J）。

(b）敷地周辺における地層の傾斜，断層及び摺曲構造等の地質構造・

*31 「物理検層j とは，坑井（上下方向に掘削された小立坑）周辺の密度等の物渡的性質を，

深さ方向に対しでほぼ連続的に計測する技術をいう。

*32 「アレイ地震（動）観測j とは，複数の地震計をある範囲に配列し，それらの記録を重ね

合わせることにより，微弱な信号を取り出す観測方式をいう。

1
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地下構造を把握するため，ボーリング調査に加えて地震基盤相当に

達する大深度ボーリング，物理検層，高密度な弾性波探査，重力探

査，微動アレイ探査等による調査・探査，鉛直アレイ地震動観測及

び水平アレイ地震動観測等を適切な範囲及び数量で実施しているこ

とを確認する（向ガイド rI . 5 . 2 . 2 (2) J）。

b 地質審査ガイドの解説

地質審査ガイドの解説は，前記aの確認事項の留意点として， f敷

地近傍地下構造調査（精査）により，地震基盤から地表面までの詳細

な三次元浅部地下構造及び地下構造の三次元不整形性等が適切に把握

できている必要がある。j と説明している（同ガイド fI. 5. 2. 

2 〔解説〕（1）」）。

第3 地漢による損傷の防止に関する規制（基準地震動に関するもの）の概要

1 設置許可基準規則における地震による損傷の防止に関する規制（基準地震動

に関するもの）

設置許可基準規則は，設計基準対象施設（設置許可基準規貝lj2条2項 7号）

及び重大事故等対処施設（同項 11号）について，それらが地震に対して安全

性を確保し得ることを要求している。

すなわち，以下のとおり，設計基準対象施設は耐震重要度分類に応じて算定

n〆U
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される地震力に対して施設全体と しておおむね弾性範囲mにとどまるように，

耐震重要施設は基準地震動による地震力に対して安全機能を損なうおそれがな

いように設計する必要があり（設置許可基準規則4条），重大事故等対処施設

は，万一の対策として，基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれないように設計する必要がある（同規則 39 

条）。

(1) 設計基準対象施設について

設置許可基準規則4条は，設計基準対象施設について，次のよ うに定めて

いる。

ア 設計基準対象施設は，地震力に十分に耐えることができるものでなけれ

ばならない（同条1項）。

イ 設置許可基準規則4条1項の地震力は，地震の発生によって生ずるおそ

れがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆

への影響の程度に応じて算定しなければならない（同条2項）。

ウ 耐震重要施設は，その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼす

牢33 物体に力（応力）を加えると変形する（歪みが生じる）が，力を除くと元の状態に戻る力

の範囲を「弾性範囲Jという。なお，弾性範囲の限界（降伏点）を超えると，物体は変形し

たままで元の状態に戻らなくなるが，その範囲を塑性範囲という（図 16参照）。
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おそれがある地震による加速度によって作用する地震カ（基準地震動によ

る地震力）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければな

らない（同条3項）。

ヱ 耐震重要施設は，設置許可基準規則4条3項の地震の発生によって生ず

るおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない（同条4項）。

(2）重大事故等対処施設について

設置許可基準規則 39条は，重大事故等対処施設について，次のように定

めている。

ア 常設耐震重要蓑大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設（特定

豪大事故等対処施設を徐く。）

基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること（同条

1項1号）。

イ 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設（特定重大事故等対処施設を除く。）

常設重大事故紡止設備が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が

属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力と同等のものに十分に

耐えることができるものであること（同項2号，同規則の解釈同号部分〔8

7ページ〕）。

ウ 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。）

基準地震動による地震カに対して重大事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないものであること（同項3号）。

エ 特定重大事故等対処施設

設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分類のSクラスに適用される
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地震力と同等のものに十分に耐えることができ，かつ，基準地震動による

地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないものであること（問項4号 同規則の解釈同号部分〔 87ペー

ジ〕）。

なお，基準地震動に対する耐震性については，多様性，すなわち設計基

準における措置とは性質の具なる対策を講じること等により，基準地震動

を一定程度超える地震動に対して頑健悦を高めること（同規則の解釈同号

部分）。

オ これらに加え，重大事故等対処施設は，その供用中に当該耐震重要施設

に大きな影響を及ぼすおそれがある地震（同規則4条3項）の発生によっ

て生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないこと（同規則 39条2項）。

(3）基準地震動の策定に係る設置許可基準規則の解釈の定め

以上のとおり，耐震重要施設については，基準地震動による地震カに対し

て安全機能を損なうおそれがないよう設けることとされ，重大事故等対処施

設についても，基準地震動による地震力等に対し必要な機能が損なわれない

よう設ける必要があることとされている。そして，基準地震動の策定につい

ては，設置許可基準規則の解釈に次のどおり定められている。

すなわち，基準地震動は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，敷地及び

敷地周辺の地質・地質構造，地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震

工学的見地から想定することが適切なものとして策定する（設置許可基準規

則の解釈別記2の5柱書き・ 13 3ページ）。また，基準地震動は，「敷地

ごとに震源を特定して策定する地震動j及び「震源を特定せず策定する地震

動j を，敷地における解放基盤表面において水平方向及び鉛直方向の地震動

としてそれぞれ策定する（設置許可基準規則の解釈別記2の6一・ 13 3ベ

行。
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ージ。図 17）。

各種地震調査（地質調査．間層位置・長さ等）

敷地ごとに震源を特定して
策定する地震動

検討用地震の選定

震源を特定せず
策定する地震動

応答スベクトルに基づく
地震勤評価

断層モデルを用いた
手法による地震動評価

基準地震動・

［図 17 基準地震動策定過程］

ア 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については，検討用地震耐

を複数選定する。そしてp 選定した検討用地震ごとに，不確かさを考慮、耐

して，［応答スベクトル柵に基づく地震動評価J（後記（7））及び f断層モ

*34 「検討用地震j とは，内陸地殻内地震，プレート問地震及び海洋プレート内地震について，

敷地に大きな影響を与えると予想される地震をいう（設置許可基準規則の解釈別記2の5

二・ 13 3ベージ）。

*35 地震動の評価過程には，震源断層の長さやアスベリティの位置・大きさなど様々なパラメ

ータに不確かさがある。不確かさを考慮とは，こうしたパラメータについて，敷地におけ

る地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータを分析してそのパラ

メータを変更（例：震源断層の長さを長くする。アスベリティの位置を敷地に近づける。）

して地震動を評価することをいう。

*36 「応答スベクトルJとは，評価地点における地震動の周期ごとの最大応答を算出し，周期

と最大応答値をグラフ化したものをいう。応答値としては，加速度，速度，変位があるが，

強震動予測においては加速度の応答スベクトノレを指すことが多い。
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デルを用いた手法による地震動評価J（後記（イ））の双方を実施し，震源

、から解放基盤表面までの地震波の伝矯特性を反映して基準地震動を策定す

る旨定めている（設霞許可基準規則の解釈別記2の5ニ・ 13 3ないし 1

3 5ページ）。

また，検討用地震の選定については，「内陸地殻内地震L rプレート問

地震j及び「海洋プレート内地震j について，敷地周辺の活断層の性質や

過去の地震の発生状況を精査するほか，敷地周辺の中・小・微小地震の分

布，応力場，地震発生様式（プレートの形状，運動，相互作用を含む。）

に関する既往の研究成果等を総合的に検討し，複数選定することとされて

いる（設置許可基準規則の解釈別記2の5ニ①・ 13 4ページ）。

さらに，基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさについては，敷地

における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメー

夕刊1tこついて分析した上で，必要に応じて不確さを組み合わせるなど適切

な手法を用いて考慮することが求められる（設置許可基準規則の解釈別記

2の5ニ⑤・ 13 5ページ）。

('i') 応答スペクトルに基づく地震動評価

「応答スベクトノレに基づく地震動評価j は，検討用地震の震源が活動

したと仮定した場合に，評価地点において想定される地震動を「経験的j

に算出するもので，距離減衰式に代表される地震のマグ、ニチュードと震

源又は震源断層からの距離の関係で地震動特性を評価する手法である。

ここで， f距離減衰」とは，地震の揺れ（震度の大きさ）と震源、からの

距離との関係を示したもので，地震が発生した場所から遠くなればなる

キ37 「パラメータ」とは，断層の長さ，幅，傾斜角，応力降下量等の断層の性状を数値で示し

たものをいう。活断層評価結果に基づいてこれらのパラメータを設定し，不確かさを考慮

した際に相対的に解に与える影響の大きいものを「支配的なパラメータj という。
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とは，地震の「距離減衰式J地震の揺れが弱くなることをいう。ほど，

揺れの強さと震源からの距離との関係を式に表したもので，過去の多く

の地震データの統計的処理によって得られる。

地震の規模を表「応答スペクトルに基づ、く地震動評価Jにおいては，

すマグ、ニチュード，震源距離を用いて地震基盤等における応答スベクト

ルを求め，解放基盤表面までの地盤特性を考慮した補正（増幅や卓越周

をすることで解放基盤表面での応答スベクトルが求められる。期的8)

距離減衰式は，先述したように，過去の多くの地震データの統計的処

理によるものであり ，様々な専門家によって提唱されている。実際に，

その適用範囲がどの距離減衰式を適用させるのかという点については，

「実用発電用原子炉に十分に検討されなければならない（以上につき，

係る新規制基準の考え方についてJ（平成 29年 11月 8日改訂）〔乙

244ないし 246ページ）。

解散基盤表面の固さ｛せん断波速度）に応じて繍正

V解放基盤表面 ~ 
せん断波速度 ’ 

Vs=700m/sec以上

第 92号証〕

クト

速
度
応
答
値

Tl也表面

断層面

周期（s)

「等「断層最短距離J,「距離j は，距離減衰式の種類によって，※ 

価震源距離」などが用いられる。

応答スペクトルに基づく地震動評価概念図（出典：第 51回福井県原子［図18 

*38 地震の振幅と周期は地盤によって左右されるが，「やわらかいj 地盤では振幅が大きく周

期が長くなる傾向が，原子炉設置地盤のような「かたいJ地盤で、は振幅が小さく周期が短

くなる傾向がある。このような地盤が持つ揺れの周期の特性を「卓越周期Jという。
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力安全専門委員会・資料No.1ーが基準地震動Ssの見底し状況についてJ.3ページ） ] 

（イ）断層モデルを用いた手法による地震動評価

f断層モデルを用いた手法による地震動評価」は，検討用地震の震源

が活動したと仮定した場合に，評価地点、において想定される地震動を「解

析的Jに算出する手法である。

地震とは，プレート運動などにより地中に蓄積されたひずみが限界に

達し，断層が破壊する現象であり，その断層の面のことを震源断層面と

いう。また，震源断層面は均質ではなく，断層面上で通常は強く固着し

ていて，ある時に急激にずれて（すべって）地震波を出す領域のうち，

周囲に比べて特にすべり量が大きく強い地震波を出すアスベリティとい

う領域がある。そして，震源断層は，同時に震源断層面の全範囲が破壊

されるのではなく，破壊が始まった断層が地震波在発し，次第に破壊の

範囲が広がっていくものである。地震動評価においては，大きな地震は

小さな地震が次々に発生してそれが集まったものとみなすことができ

る。

f断層モデ／レを用いた手法による地震動評価j とは，震源、断層面を設

定し，その震源、断層面にアスペリティを配置し，ある一点の破壊開始点

から，これが次第に破壊し，揺れが伝わっていく様子を解析することに

より地震動を計算する評価手法であり，前述した地震の発生メカニズム

を反映した手法である。

具体的には，①震源、断層面の設定（アスペリティの配置を含む。）を

行い，締かい小断層（要素面）に分割する，②ある特定の要素面から破

壊が始まるものとして破壊開始点を設定する，③破壊開始点から破壊が

各要素面に伝播し，分割された各要素面からの地震波が次々に評価地点

に伝わることにより評価地点に生じる地震動を足し合わせる（この時ア
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スベリティからの地震波は周囲よりも強いものとなる。），④足し合わ

せの結果，評価地点での地震動が求められる（以上につき，乙第92号

証・ 247ないし 249ページ。上記①から④について図 19参照）。
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［図 19 断層モデルの手法の概念について（出典・原子力安全委員会資料に一部

加筆） ] 
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断層モデノレ~用いた手法による地震動評価をするに当たっては，検討

用地震ごとに，適切な手法を用いて震源特性パラメータを設定したモデ

ル（基本震源モデル）をまず策定し，地震動評価を行う（設置許可基準

規則の解釈lliJ記2の5二④註・ 13 5ページ）。

この際，基準地震動の策定過程における敷地での地震動評価に大きな

影響を与えると考えられる支配的なパラメータである，震源断層の長さ，

活断層群の連動，地震発生層の上端深さ・下端深さについて分析した上

で保守性を考慮する。

また，断層モデルを用いた手法では，震源から解放基主主表面までの伝

播特性を評価する（震源から地震基盤までを「地殻構造J，地震基盤か

ら解放基盤までを「深部地下構造j，解放基盤から地表面までを f浅部

地下構造」という。殴 20参照）ことが必要である。伝播特性を評価す

るに当たっては，量子物理学，電気磁気学等の波動を扱う自然科学分野

においてグリーン関数榊が広く用いられている。地震動も波動であるこ

とから，推本や中央防災会議においても，伝播過程を評価する際にグP

－ン関数を採用している。強震動予測においては，経験的グリーン関数叫O

法及び統計的グリーン関数州法が広く用いられている。

経験的グリーン関数法では，伝播過程を評価するため想定する断層の

*39 「グリーン関数j とは，物理の分野において，ある状態から他の状態への伝播の特性を表

す関数であって，地震動の場合は，震源断層上において破壊を開始させたときにある評価

点で得られる応答を表す。

*40 「経験的グリーン関数j とは，予測する領域内で，笑際に発生した中小地震の観測j記録の

うち，適切なものをグリーン関数として合成し，大きな地震による揺れを計算する方法を

いう。

*41 「統計的グリーン関数」とは，既往の観測記録を統計処理した結果をもとに人工的に時刻

地震動波形を形成し，その波形をグリーン関数として合成し，大きな地震による揺れを計

算する方法をいう。
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震源域で発生した中小地震の敷地における観測波形を要素波（グリーン

関数）として，重ね合わせている。

統計的グリーン関数法では，伝播過程を評価するため，地震波が伝播

していく媒介（媒質）におけるエネルギーの減衰特性を示す 「Q値 （Qu

ality factor)Jや速度構造を適切に設定する こととなる（以上につき，

乙第 92号証 ・25 0ないし 254ページ）。

課さ ｜ !Ill下構造 説明

t1 

S波速度の
目安

調査
l地事l

主にit!!震j度の短周期 I I I ・＂＂叫おi.r.~·;t.＿~ ：~· 
j支部！Ill下構造 ｜ 成分のl糊f:J~柄引07km/s以下 I ：矧ltHt持活 ｜ 刊山岡旬以込郡三、

える‘解放茅健から1mI . I 調査
表までのi色下構造

主にlt!lf:波の長周期
深部地下構造 ｜成分の増幅に闘を与 OJkm/s～I；軍部：r::f.1持活｜！氏訣！

える、 1!1!~基監から－~ ' 3km/s I 詰責 ー

放事抵まての：tl' f~~ i 
地震波の伝樋経路とt.tI 

深い｜ 地融構造 ｜ るHfl－~:tトルを含む I 3km/s以上 ！深部地下摘造
地；；：；~までのi世制1. 1 I 諦査
道

［図20 地震動評価のための地下構造の定義及び概念図］

イ 震源を特定せず策定する地震動

誼邸時下I~造

漂~地下f~直

地；m過

「震源、を特定せず策定する地震動Jについては，震源と活断層を関連づ

けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍にお

ける観測記録を収集 し，これらを基に各種の不確かさを考慮、して敷地の地

盤物性に応じた応答スペク トルを設定して策定することが求められる （設

置許可基準規則の解釈別記 2の5三柱書き ・13 5ページ）。

なお，「震源を特定せず策定する地震動Jは，敷地周辺の状況等を十分

考慮、した詳細な活断層等の調査を実施 しでもなお，敷地近傍において発生

する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前に評価し得るとは言い切

れないことから，敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず，考慮
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すべき地震動と位置づけられている。
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空翌三竺穿できる地震※2

｛地表）

地震発生層

全国共通に考慮すべき
地h.':'.(Mw6.5朱満）

※1 i:Sを特定できない地震 ＝『~－を伶定せず自画定する地震動』を評価する際に考慮する地震

※2 ~濠を特定できる地震 司『敵地ごとに震源を物定して’量定する地震動』を評価する僚に考慮する地：：

［図21 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動j と「震源を特定せずに策

定する地震動Jの概念図］

2 地震動審査ガイドの位置づけ

地震動審査ガイドは，発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設計方

針に関わる審査において，審査官等が設置許可基準規則及び同規則の解釈の趣

旨を十分踏まえ，基準地震動及び耐震設計方針の妥当性を厳格に確認するため

に活用することを目的としたものであり（同ガイド 1ページ「 I. 1. lJ), 

規制基準に関連する内規（行政手続法上の審査基準に該当しないもの）に位置

づけられるものである。

地震動審査ガイドは，安全上重要な施設の耐震安全性を確保する上での基準

となる地震動（士也震に伴って生じる揺れ）の妥当性に係る 「I.基準地震動J

編と当該地震動による地震力が加わった際に原子力発電所の安全上重要な施設

の安全機能が保持できる基本設計方針の妥当性に係る「II. 耐震設計方針j編

とに大別される。

もっとも，地震動審査ガイドは，上記妥当性を確認、する方法の一例を示した

もので、あって，事業者が地震動審査ガイドに依拠せずに申請内容の設置許可基

qu 
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準規則への適合性を主張した場合で、あっても，原子力規制委員会において，当

該申誇内容について，上記妥当性を確認することができれば，当該申請を許可

することになる。

第4 基準地震動に関する地震動審査ガイドの概婆

以下においては，地震動審査ガイドのうち，基準地震動の策定の妥当性に関

する「 I.基準地震動」の部分につき概要を説明する。

1 地震動審査ガイド rI .基準地震動jの総論について

(1)地震動審査ガイドの適用範囲（地震動審査ガイド「 I. 1 . 2」）

地震動審査ガイドは，発電用軽水型原子炉施設に適用される（同ガイド1

ページ）。

(2）地震動審査ガイドの構成

地震動審査ガイドは， r1. 総員IJJ （同ガイド 1及び2ページ）において，

全体に共通する事項を記載した上で， r2. 基本方針J（同ガイド2ベ｝ジ）

において，基準地震動は f敷地ごとに震源を特定して策定する地震動jとf震

源、を特定せず策定する地震動」を相補的に考慮することによって策定するこ

どなどを規定し， rs. 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動J（同ガ

イド 3ないし 7ページ）及び f4. 震源、を特定せず策定する地震動J（同

ガイド7ないし9ページ）において，それぞれの地震動についての具体的な

策定方法・評価方法を規定している。さらに，地震動審査ガイドは， r5. 

基準地震動」（同ガイド9ページ）において，それらの結果を踏まえて基

準地震動を策定することを規定し，「6. 超過確率J（同ガイド9ないし 1

1ページ）において，それぞれの地震動の応答スベクトルがどの程度の超過

確率に祁当するかを確認することとしている。
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11糊問の齢｜；

!I 地震動の評価 >I ¥ I応符議長官づ＜ 11謂品協晶｜｜鵬首謀計づく
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JI帥叫隙｜；

震源査特定tまず
援定切る地震動

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

敏討m地震

地震ハザード軒!iii（一総ハザ…ドスベクトル）

（出典：地震動審査ガイド）】基準地震動の策定に係る審査フロー【図 22 

地震動審査ガイド「 I.基準地震動」の各論について2 

3' J (1) 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動（地震動審査ガイド rI. 

・3ないし7ページ）

策定方針ア

検討の策定においては，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動j

「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び f断層モデルを用地震ごとに

用いた手法による地震動評価jに基づき策定されている必要がある。震源

その破壊過程が地震動評価に大きな影響を与えると考えらが敷地に近く，

断層モデルを用いた手法が重視されている必要があれる地震については，

3. （地震動審査ガイド fI . る

2 J) 3. 検討用地震の選定（地震動審査ガイド「 I.イ

プレート問地震及び海洋プレート内地震について，

に
υpo 

(7）地震の分類

内陸地殻内地震，



活断層の性質や地震発生状況を精査し，中・小・微小地震の分布，応力

場，地震発生様式（プレートの形状・運動・相互作用を含む。）に関す

る既往の研究成果等を総合的に検討して，検討用地震が複数選定されて

いることを確認、する（地震動審査ガイド fI . 3 . 2 . 1 (1) J）。

（イ）震源特性パラメータ叫の設定

a 内陸地殻内地震の起震断層，活動区間及びプレート問地震の震源領

域に対応する震源特性ノfラメータに関して，既存文献の調査，変動地

形学的調査，地表地質調査，地球物理学的調査等の結果を踏まえ適切

に設定されていることを確認する（地震動審査ガイド「 I. 3. 2. 

3 (1) J）。

b プレート問地震及び海洋プレート内地震の規模の設定においては，

敷地周辺において過去に発生した地震の規模，すべり量，震源領域の

広がり等に関する地形・地質学的，地震学的及び測地学的な直接・間

接的な情報が可能な限り活用されていることを確認する。圏内のみな

らず世界で起きた大規模な地震を踏まえ，地震の発生機構やテクトニ

クス的背景の類似性を考慮した上で震源領域が設定されていることを

確認する。特に，スラブ？内地震についてはアスペリティの応力降下量

（短周期レベル）が適切に設定されていることを確認する（地震動審

査ガイド「 I. 3 . 2 . 3 (3) J）。

c 孤立した長さの短い活断層については，地震発生層の厚さ，地震発

*42 「震源、特性パラメータj とは，地震動評価に用いる震源断層モデルを設定する際に必要な

パラメータをいう。巨視的パラメータとして「地震モーメントJ, r震源、断層面積J等，微

視的パラメータとして「アスベリティ面積j，「応力降下量J等がある。なお，ここ（イ

（イ））での「震源特性パラメータの設定」についての記載（地震動審査ガイド I 3. 2. 

3）は，検討用地震の選定に係るものである。具体的な地震動評価に当たっての震源特性

パラメータの設定についての妥当性は，同ガイド I. 3. 3 2 （後記ウ（イ））に基づき確

認される。
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生機構，断層破壊過程，ヌケーリング則等に関する最新の研究成果を

十分に考慮して，地震規模や震源断層モデルが設定されていることを

確認する（地震動審査ガイド rI . 3 . 2 . 3 (5）」）。

ウ 地震動評価（地震動審査ガイド「 I. 3. 3」）

("i') 応答スペクトルに基づく地震動評価（地震動審査ガイド fI. 3. 

3. 1」）

応答スベクトルに基づく地震動評価について，地震動審査ガイドは

以下のとおり定めている。

a 検討用地震ごとに適切な手法を用いて応答スペクトルが評価さ

れ，それらを基に設定された応答スペクトルに対して，地震動の継

続時間，振幅包絡線叫の経時的変化等の地震動特性が適切に設定さ

れ，地震動評価が行われていることを確認する（問ガイド「 I. 3. 

3. 1 (l)J）。

b 応答スペクトルに基づく地震動評価において，用いられている地

震記録の地震規模，震源距離等から，適用条件，適用範聞について

検討した上で，経験式（距離減衰式）が適切に選定されていること

を確認する（同ガイド「 I. 3 . 3 . 1 (1）① 1）」）。

c 参照する距離減衰式に応じて適切なパラメータを設定する必要が

あり，併せて震源、断層の拡がりや不均質性，断層破壊の伝播や震源

メカニズムの影響が適切に考慮、されていることを確認する（陪ガイ

ド「 I. 3 . 3 . 1 (1）①2) J）。

d 水平及び、鉛直地震動の応答スペクトルは，参照する距離減衰式の

*43 「振幅包絡線Jとは，観測地震波等の振幅の大きさの時間変化のデータを集約し，それを

包絡するように示したものをいう。応答スベクトノレに基づく基準地震動（模擬地震波）は，

この振幅包絡線にフィッティングするように作成される。振幅包絡線の経時的変化を示し

たものとしては，例えば， Nodaet al ( 2 0 0 2）などがある。
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特徴を踏まえ，敷地周辺の地下構造に基づく地震波の伝播特性（サ

イト特性）の影響を考慮して適切に評価されていることを確認、する

（同ガイド「 I. 3 . 3 . 1 (1）②1）」）。

e 敷地における地震観測記録が存在する場合には，それらを収集・

整理・解析し，地震の発生様式や地域性を考慮、して地震波の伝播特

性の影響を評価し，応答スペクトルに反映させていることを確認す

る（同ガイド「 I. 3 . 3 . 1 (1)②2）」）。

（イ）断層モデルを用いた手法による地震動評価（地震動審査ガイド「 I. 

3 3 2」）

震源特性パラメータの設定方法について，地震動審査ガイドは以下

のとおり定めている。

a 検討用地震ごとに適切な手法を用いて震源、特性パラメータが設定

され，地震動評価が行われていることを確認する（問ガイド fI . 

3. 3. Z(l)J)o 

b 震源断層のパラメータは，活断層調査結果等に基づき，推本によ

る「震源断層を特定した地震の強震動予測手法j （推本レシピ。乙

第87号証）等の最新の研究成果を考慮し設定されていることを確

認する（問ガイド「 I. 3. 3. 2 (4）①1 ) j）。

c アスペリティの位置が活断層調査等によって設定できる場合は，

その根拠が示されていることを確認する。根拠がない場合は，敷地

への影響を考慮、して安全側に設定されている必要がある。なお，ア

スベワティの応力降下量（短周期レベル）については，新潟県中越

沖地震を踏まえて設定されていることを確認する（同ガイド「 I. 

3. 3. 2 (4）①2) j）。

d また，上記第 3の1(3）ア（イ） ( 5 9ないし 62ページ）で述べた

とおり，グリーン関数等を用いて震源から解放基盤表面までの伝播
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特性の評価を行うところ，地震動審査ガイドは以下のとおり定めて

し、る。

すなわち，観測記録がある場合には，記録の精度や想定する震源

断層の特徴を踏まえ，要素地震どしての適性について慎重に検討し

た上で，経験的グリーン関数法による地震動評価が行われているこ

とを確認する（伺ガイド fI 3 . 3 . 2 (2) J）。経験的グリーン

関数i去を適用する場合には，観測記録の得られた地点と解放基猿表

面との相違を適切に評価する必要がある。また，経験的グリーン関

数法に用いる要素地震については，地震の規模，震源位置，震源深

さ，メカニズム等の各穏パラメータの設定が妥当であることを確認

する（向ガイド fI . 3 . 3 . 2 , ( 4）②1 ) J）。

e 統計的グリーン関数法やハイブリッド法叫による地震動評価にお

いては，震源から評価地点までの地震波の伝播特性，地震基盤から

の増幅特性が地盤調査結果等に基づき評価されていることを確認す

る（同ガイド fI . 3. 3. 2 (4）③1) J）。

f 経験約グリーン関数法，統計的グリーン関数法，ハイブリッド法

以外の手法を用いる場合には，その手法の妥当性が示されているこ

とを確認する（同ガイド fI . 3. 3. 2 (4) J）。

（ウ）不確かさの考慮（地震動審査ガイド「 I. 3. 3. 3J) 

a 応答スベクトルに基づく地震動の評価過程に伴う不確かさについ

て，適切な手法を用いて考慮されていることを確認する。地震動評

価においては，用いる距離減衰式の特徴や適用性，地盤特性が考慮

されている必要がある（地震動審査ガイド fI . 3 . 3 . 3 (1) J）。

*44 fハイブリッド法」とは，短期期依ljを統計的グリーン関数法，長周期側をグリーン関数以

外の手法（波数積分法や差分法）によって求め，両者のH寺実l店主波形を合成する手法である。
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b 断層モデルを用いた手法による地震動の評価過程に伴う不確かさ

について，適切な手法を用いて考慮されていることを確認する。併

せて，震源特性パラメータの不確かさについて，その設定の考え方

が明確にされていることを確認する。そして，その不確かさについ

ては，震源断層の形状（傾斜角），アスベリティの位置，アスペリ

ティの応力降下量（短周期レベル），破壊開始点等の不確かさを偶

然的不確実さと認識論的不確実さに分類し，必要に応じて不確かさ

を組み合わせるなど，適切な手法を用いて考慮する（地震動審査ガ

イド「 I. 3 . 3 . 3 (2) J ）。

(2）震源を特定せず策定する地震動（地震動審査ガイド「 I. 4. J • 7ない

し9ページ）

ア策定方針（地震動審査ガイド「 I 4目 1J) 

「震源を特定せず策定する地震動Jは，震源と活断層を関連づけること

が困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測

記録を収集し，これらを基に不確かさを考慮、して敷地の地盤物性に応じた

応答スペクト／レを設定して策定されている必要がある（地震動審査ガイド

I I . 4. 1 (1) J）。

イ 地震動評価（地震動審査ガイド「 I. 4. 2」）

この収集した観測記録から，検討対象地震として，「地表地震断層が出

現しない可能性がある地震」聞を適切に選定するほか，必要に応じて「事

前に活断層の存在が指摘されていなかった地域において発生し，地表付近

*45 「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」とは，断層破壊領域が地震発生層の内部

にとどまり，国内においてどこでも発生すると考えられる地震で，地震学的検討から全国

共通に考慮すべき地震をいう（地震動審査ガイド 1.4.2.1 ［解説〕（1)）。
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に一部の痕跡が確認された地震j附についても選定する（地震動審査ガイ

ド「 I. 4. 2. lJ）。地震動審査ガイドにおいては，これらの地震と

考えられるものを例示している（同〔解説〕（3），表 1）。これは，平成

7年兵庫県南部地震以降，地震・地震動観測やネットワーク技術が進歩し，

圏内の観測点が大幅に増加しており，震源近傍の地震動や観測点周辺の地

盤等の状況・性状も分かりつつある状況を踏まえ，震源近傍で強震動の記

録がとれていて，規模が大きい検討対象となる，又はなることが想定され

る内陸地殻内の地震をリストアップしたものである。

•=' E圏直壇個園陸姐8~~』
2008年岩手・宮・機内陸地震 2008/06/14,08:43 Mw6.9 

2 初日日年鳥取県西部地震 2000/10/08, 13 :so MwB.8 

3 2011年長野県北郡地震 2011 /03/12 ,03 :59 MwB.2 

4 1907年3月鹿児島県北西郡地震 1自由7/03/28, 17 :Sl Mwa.1 

5 2003年宮機県北部地震 2003/07/28,07:13 Mw6.1 

6 1006年官側県北音~（鬼首）j也震 1086/08/11 ,03: 12 Mw6.0 

7 1097年5月鹿児島県北西部地震 1997/05/19, 14:98 MwB.O 

自 1898年増若手県内陸北部地震 1908／日目／09,16:58 Mws.a 

日 2011年静岡県東部地震 2011 /03/15 ,22 :Sl Mw5.9 

10 1097年山口県北野地震 1907/06/25, 18:50 Mw5.e 

11 2011年撲協県北敵地震 2011/08/10,18 :56 Mw5.8 ． 
12 2013年栃木県北野地震 2019/02/25, 16:29 Mw5.B 

19 2004北海遁留萌支庁南部地震 2004/12/14, 14:50 Mw5. 7 

14 2005年徳岡県西方沖地震の銀大余震 2005/04/20. 08: 11 Mw5.4 

15 2012年茨l~県北部地震 2012/03/10,02:25 Mw5.2 

18 2011年和歌山県北部地震 2011 /07 /05. 19: 18 Mw5.0 

【表1 収集対象となる内陸地殻内の地震の例】

*46 震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に広がっているものの，地表地震断層としてその全

容を表すまでには至っていない地震であり，孤立した長さの短い活断層による地震が相当

する。なお，活断層や地表地震断層の出現要因の可能性として，地域によって活断層の成

熟度が異なること 3 上部に軟岩や火山岩，堆積層が厚く分布する場合や地質体の違い等の

地域差があることが考えられる。このことを踏まえ，観測記録収集対象の地震としては，

以下の地震を個別に検討する必要がある。

① 孤立した長さの短い活断層による地震

② 活断層の密度が少なく活動度が低いと考えられる地域で発生した地震

③ 上部に軟岩や火山岩，堆積層が厚く分布する地域で発生した地震

（地震動審査ガイド I. 4. 2. 1 〔解説〕（2））。
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これらの地震の観測記録は，防災科学技術研究所が全国に設置するK-

NE  T及びK iK-ne tを始めとして各種機関が設置する強震計により

観測されたものであるが，そのデータは地上で取られたもの，地中で取ら

れたものが混在している。そこで，当該地震動を観測した強震計の位置（観

測サイト）における地盤の増幅特性について，解放基盤面相当深さまでの

速度構造をボーリング調査等によって把握して，観測サイトにおける解放

基盤面において当該地震動（解放基盤波）を評価することが必要である。

そのようにして算定された解放基盤波に原子力発電所の解放基盤面での

地盤物性を必要に応じて考慮し 応答スベクトルが設定される（以上につ

き，乙第 92号証 ・25 7ないし 25 9ページ）。

観測地点
地盤構造

地表面
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浅部地盤構造
地盤

【観測サイト】 【原子力サイト】

［図23 震源を特定せず策定する地震動の評価の概念図】

(3）基準地震動（地震動審査ガイド「 I. 5.J・9ページ）

ア 策定方針 （地震動審査ガイド「 I. 5. 1J) 
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(7）基準地震動は，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動j及び f震

源を特定せず策定する地震動jの評価結果を踏まえて，基準地震動の策

定過程に伴う各種の不確かさを考慮して適切に策定されている必要があ

る（地震動審査ガイド fI . 5 . I (1）」）。

（イ）基準地震動の策定に当たっては，敷地における地震観測記録を踏まえ

て，地震発生様式，地震波の伝播経路等に応じた諸特性（その地域にお

ける特性を含む。）が十分に考慮されている必要がある（地震動審査ガ

イド「 I. 5 . 1 (2) J）。

イ基準地震動の策定（地震動審査ガイド「 1 5. 2J) 

(7）応答スペクトルに基づく手法による基準地震動は，検討用地震ごとに

評価した応答スペクトノレを下回らないように作成する必要があり，その

際の娠中高包絡線は，地震動の継続時間に留意して設定されていることを

確認する（地震動審査ガイド fI . 5 . 2 (1）」）。

（イ）断層モデルを用いた手法による基準地震動は，施設に与える影響の観

点から地震動の諸特性（周波数特性，継続時間，位相特性等）を考慮し

て， jjlJ途評価した応答スペクトノレとの関係、を踏まえつつ複数の地震動評

価結果から策定されていることを確認する。なお，応答スペクトルに基

づく基準地震動が全周期帯にわたって断層モデルを用いた基準地震動を

有意に上回る場合には，応答スベクトルに基づく基準地震動で代表させ

ることができる（地震動審査ガイド「 I. 5. 2 (2）」）。

(4）超過確率（地震動審査ガイド「 I 6 」・ 9ないし 11ページ）

ア 評価方針 （地震動審査ガイド「 I 6. 1」）

(7) 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず

策定する地震動」について，それぞれ策定された地震動の応答スペクト
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ノレがどの程度の超過確率叫7~こ相当するかを確認する（地震動審査ガイド

「I. 6. 1 (1）」）。

（イ）超過確率を参照する際には，基準地震動の応答スペク トルと地震ハザ

ード解析による一様ハザードスベクトノレ叫8を比較するとともに，当該結

果の妥当性を確認する（地震動審査ガイド「 I. 6 . 1 (2) J）。

（ウ）地震ハザード解析による一様ノ＼ザードスベクトルの算定においては，

*47 「超過確率」とは，ある地点において将来の一定期間中に見舞われるであろう任意の地震

動強さを超過する確率をいう。年超過確率とは，その期間を 1年とした場合の超過確率を

いう。

キ48 「一様ハザードスベクトノレj とは，任意の年超過確率（ 1 0・3, 10－＇…）に対する応答

スペク トノレを応答スベクトノレ図に記入したものをいう（下図参照）。これと基準地震動の応

答スベクトル（下図の Ss -1）を比較することで，年超過確率を参照することができる。

一線ハザードスヘクトル

t•!n 

10 

｛一 年沼郡糾10-3
ー－ ~下忽過略取1 0- •
ー四 年組過確率1 0-•
－ー 年超過E在中10－~

ー－ Ss 1 

［図24 一様ハザードスベクトノレと基準地震動Ss -1の比較の例（出典：第 33 2回原

子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合・資料 1-3 「大飯発電所地震動評価につ

いてJ・16 1ページ］
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例えば日本原子力学会による f原子力発電所の地震を起因とした確率論

的安全評価実施基準・ 2007Jや推本による「確率論的地震動予測地図J,

原子力安全基盤機構による「震源を特定しにくい地震による地震動： 20

05L r震源を特定せず策定する地震動： 2009J等に示される手法を適

宜参考にして評価する（地震動審査ガイド「 I. 6. 1 〔解説） (I）」）。

イ 基準地震動の超過確率（地震動審査ガイド fI. 6. 2J) 

地震に係る確率論的安全評価（PSA）については，現状では，手法の

成熟度に践する認識の不一致や，リスクに対する明確な定量的目標値が未

設定であること等から，本格導入ではなく参照にとどめ，将来の本格導入

に向けて情報の蓄積等を行っている。

地震動審査ガイドでは，それらの評価方針，超過確率の参照方法につい

て次のように確認することとしている。

('i')策定された基準地震動の応答スペクトルと地震ノ、ザード解析による一

様ハザードスベクトルを比較し，地震動の超過確率を適切に参照してい

ることを確認するO• 参照に当たっては，地震動の超過確率のレベノレを確

認するとともに，地震ハザードに大きな影響を及ぼす地震と検討用地震

との対応も確認する（地震動審査ガイド fI. 6. 2. 6(1)J）。

（イ）基準地震動の超過確率と検討用地震との対応において，地震ノ、ザード

曲線の地震別内訳に検討用地震が明示されているかを分析し，その超過

確率が示されていることを確認する（地震動審査ガイド「 I 6. 2. 

6 (2) J）。
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略 称語句使用一 覧 表

事件名大阪地方裁判所平成24年（行ウ）第117号
発電所運転停止命令義務付け請求事件

原告 134名
被告国
参加人関西電力株式会社

略称 基 本 用 Z白B百r 

獄字

その者に発電用原子炉を設置するた

2号要件
めに必要な技術的能力及び経理的
基礎があること（改正原子炉等規制
法43条の3の6第1項2号）

その者に重大事故（発電用原子炉の
炉心の著しい損傷その他の原子力
規制委員会規則で定める重大な事
故をいう。第43条の3の22第1J頁に
おいて同じ。）の発生及び拡大の防

3号要件 止に必要な措置を実施するために必
要な技術的能力その他の発電用原
子炉の運転を適確に遂行するに足り
る技術的能力があること（改正原子
炉等規制法43条の3の6第1項3
号）

発電用原子炉施設の位置．構造及
び設備が核燃料物質若レくは核燃料
物質によって汚染された物文は発電

4号要件
用原子炉による災害の防止上支障
がないものとして原子力規制委員会
規則で定める基準に適合するもので
あること（改正原子炉等規制法43条
の3の6第1項4号）

7月27日規制委員会資
平成28年7月27日原子力規制委員

事ヰ
会資料「大飯発電所の地震動に係る
試算の過程等についてJ

英字

「壇ほか式J（レシピ（12）式）とレシピ
(13）式を用いてアスペリティ面積比を
求める手順であり， Moからスタート

(a））レート し加速度震源スペクトル短周期レ
ベルA,(13）式を経て，アスペリティの
総面積Saへと至る実線矢印のルー
ト

地震モーメントの増大に伴ってアスペ
リティ面積比が増大となる場合に．地
震モーメントMoや短周期レベルAに

(b）ルート
基づきアスペリティ面積比等を求め
るのではなく，「長大な断層Jと付記さ
れた破線の矢印のとおり，アスペリ
ティ面積比を約0.22の固定値に設
定するルート
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ICRP 国際放射線防護委員会 第2準備書面 28 
Lsub 震源断層の長さ 第16準備書面 23 
PRA 確率論的リスク評価 第17準備書面 24 

Somerville規範
「Somervilleet al.(1999)Jにおいてホ

第16準備書面 41 
されたトリミングの規範

SRCMOD 
Finite-Source Rupture Model 

第19準備書面 43 乙86
Database 

あ

第4準備書面別紙3に列記する原子

安全審査指針類
力安全委員会（その前身としての原

第4準備書面 29 
子力委員会を含む。）が策定してきた
各指針

発電用軽水型原子炉施設に関する
安全設計審査指針 安全設計審査指針（平成2年8月30第1準備書面 13 乙4

日原子力安全委員会決定）

設置許可申請書添付書類第八の仕
様及び添付書類十における運転時
の異常な過渡変化及び事故の評価

安全評価上の設定時間
で設定した時間（「発電用原子力設

答弁書 23 乙3
備に関する技術基準を定める省令の
解釈について』における「適切な値を
とるような速度」についての解説部分
より）

発電用軽水型原子炉施設の安全評
安全評価審査指針 価に関する審査指針（平成2年8月3第1準備書面 19 乙20

0日原子力安全委員会決定）

安全余裕検討部会
制御棒挿入に係る安全余裕検討部

第1準備書面 34 f'玄． 
い

最高裁判所平成4年10月29日第一
伊方最高裁判決 小法廷判決（民集46巻7号1174 第1準備書面 10 

ページ）

入倉ほか（1993) 
入倉孝次郎ほか『地震断層のすべり

第18準備書面 9甲151
変位量の空間分布の検討』
Applicability of source scaling 

入倉ほか（2017)
relations for crustal earthquakes to 

第22準備書面 9乙75
estimation of the ground motions of 
the 2016 Kumamoto earthquake 

入倉孝次郎＝宮腰研＝釜江「強震
動記録を用いた震源インバージョン

入倉（2014) に基づく圏内の内陸地殻内地震の震 第9準備書面 25 乙57
源パラメータのスケーリング則の再
検討J

入倉孝次郎氏及び三宅弘恵氏が執
入倉・三宅（2001) 筆した論文である「シナリオ地震の強 第9準備書面 6甲96

震動予測j

入倉氏 入倉孝次郎氏 第16準備書面 34 
つ

訴え変更申立書
原告らの平成25年9月19日付け訴

第3準備書面 4 
えの変更申立書

平成29年12月

原告らの平成29年9月21日付け訴
25日付け訴え

訴えの変更申立書2
えの変更申立書

の変更申立て 5 
に対する答弁
童E冒
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お
原子力規制委員会における大飯発

大飯破砕帯有識者会合 電所敷地内破砕帯の調査に関する 第3準備書面 26 

有識者会合
大飯発電所3号炉 関西電力大飯発電所3号原子炉 答弁書 4 

大飯発電所4号炉 関西電力大飯発電所4号原子炉 答弁書 4 

最高裁判所平成17年12月7日大法
小田急大法廷判決 廷判決（民集59巻10号2645ペー 第2準備書面 9 

ジ）

か

原子力規制委員会設置法（平成24

改正原子炉等規制法
年法律第47号）附員IJ17条の施行後

第1準備書面 24 
第4準備書面で

の核原料物質，核燃料物質及び原 基本用語を変更
子炉の規制に関する法律

原子力規制委員会設置法附則18条
による改正法施行後の核原料物質，
核燃料物質及び原子炉の規制に関

第1準備書面か
改正原子炉等規制法

する法律
第4準備書面 5ら基本用語を変

※なお，平成24年改正前原子炉等
規制法と改正原子炉等規制法を特

更

段区別しない場合には．単に『原子
炉等規制法Jという。 包

解析値 解析によって求められた値 第21準備書面 46 

片岡正次郎氏らが執筆した論文であ
片岡ほか（2006) る「短周期レベルをパラメータとした 第16準備書面 9甲157

地震動強さの距離減衰式J

関西電力 関西電力株式会社 答弁書 4 
｜き

菊地ほか（1999)
菊地正幸ほか「1948年福井地震の

第20準備書面 23 乙97
震源パラメーターj

菊地ほか（2003) Kikuchi et al.(2003) 第19準備書面 43 乙91
実用発電用原子炉及びその附属施

技術基準規則
設の技術基準に関する規則（平成2

第3準備書面 5 
5年6月28日付け原子力規制委員
会規則第6号）

実用発電用原子炉及びその附属施

技術基準規則の解釈
設の技術基準に関する規則の解釈

第5準備書面 8乙46
（平成25年6月19日原規技発第13
06194号原子力規制委員会決定）

経済産業大臣が，電気事業法40条
に基づき，事業用電気工作物が技術

技術基準適合命令
基準に適合していないと認めるとき

答弁書 10 
にする事業用電気工作物の修理，
改造，移転．使用の一時停止．使用
の制限等の命令

実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び
拡大の防止に必要な措置を実施す

技術的能力審査基準 るために必要な技術的能力に係る審 第10準備書面 7乙59
査基準（平成25年6月19日原規技
発第1306197号原子力規制委員
会決定）
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実用発電用原構造子及炉び及設び｛その附属施

基準地震動
設の位置．構 備の基準に

第5準備書面 13 
関する規則4条3項に規定する基準
地震動
耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

基準地震動による地震力 すおそれがある地震による加速度に 第5準備書面 16 
よって作用する地震力

基準津波
設計基準対象施設L大きな影響を

第5準備書面 28 
及ぼすおそれがある津波

基本震源モデル
震源特性パフメータを設定したモァ

第9準備書面 11 Jl; 
昭和62年の本件各原子炉の設置許

旧F-6破砕帯 可申請時に推定されていたF-6破 第8準備書面 5 
砕帯

九州電力 九州電力株式会社 第19準備書面 30 
発電用原子炉施設に関する耐震設

旧耐震設計審査指針 計審査指針について（昭和56年7月 第1準備書面 14 
原子力安全委員会決定）

強震動予測レシピ
推本による「震源断層を特定した地

第16準備書面 10 
震の強震動予測手法I

行訴法 行政事件訴訟法 答弁書 4 
lナ

原告ら準備書面（1)
原告らの平成24年10月16日付け

第1準備書面 5 
準備書面（1)

原告ら準備書面（2)
原告らの平成24年12月25日付け

第2準備書面 4 
準備書面（2)

原告ら準備書面（5)
原告らの平成26年3月5日付け準備

第9準備書面 6 
書面（5)

原告ら準備書面（6)
原告らの平成26年6月3日付け準備

第6準備書面 4 
書面（6)

原告ら準備書面(7)
原告らの平成26年9月9日付け準備

第7準備書面 5 
書面（7)

原告ら準備書面（8)
原告らの平成26年12月10日付け

第9準備書面 6 
準備書面（8)

原告ら準備書面（9)
原告らの平成27年3月12日付け準

第10準備書面 6 
備書面（9)

原告ら準備書面（10)
原告らの平成27年6月17日付け準

第10準備書面 6 
備書面（10)

原告ら準備書面（11)
原告らの平成27年6月23日付け準

第10準備書面 6 
備書面（11) 

原告ら準備書面（12)
原告らの平成27年9月11日付け準

第11準備書面 5 
備書面（12)

原告ら準備書面（13)
原告らの平成27年12月14日付け

第12準備書面 5 
準備書面（13)

原告ら準備書面（14)
原告らの平成28年3月17日付け準

第13準備書面 5 
備書面（14)

原告ら準備書面（15)
原告らの平成28年6月10日付け準

第14準備書面 5 
備書面（15)

原告ら準備書面（16)
原告らの平成28年9月9日付け準備

第15準備書面 5 
書面（16)

原告ら準備書面（17)
原告らの平成28年9月20日付け準

第15準備書面 5 
備書面（17)

原告ら準備書面（18)
原告らの平成28年12月16日付け

第16準備書面 8 
準備書面（18)

原告ら準備書面（19)
原告らの平成29年3月17日付け準

第17準備書面 7 
備書面（19)

原告ら準備書面（20)
原告らの平成29年7月3日付け準備

第18準備書面 6 
書面（20)
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原告ら準備書面（21)
原告らの平成29年9月21日付け準

第20準備書面 7 
備書面（21)

原告ら準備書面（22)
原告らの平成29年12月18日付け

第20準備書面 7 
準備書面（22)

原告ら準備書面（23)
原告らの平成30年3月12日付け準

第21準備書面 10 
備書面（23)

現状評価会合
大飯発電所3,4号機の現状に関す

第3準備書面 6 
る評価会合
平成25年7月3日付け「関西電力

現状評価書 （株）大飯発電所3号機及び4号機の 第3準備蓄面 6乙35
現状評価書』

原子力規制委員会等
原子力規制委員会及び経済産業大

第1準備書面 5 
臣
住民等l』対する被ぱくの防護措置を

原子力災害対策重点区 短期間で効率的に行うため，重点的
第2準備書面 18 

域 に原子力災害に特有な対策が講じら
れる区域

原子力発電工作物
電気事業法における原子力を原動

第4準備書面 18 
力とする発電用の電気工作物

原子力利用 原子力の研究，開発及び利用 第4準備書面 5 

原子炉格納容器の破損
炉心の著しい損傷及び原子炉格納

等
容器の破損文は貯蔵槽内燃料体等 第17準備書面 33 

の著しい損傷

原子炉制御系統
原子炉の通常運転時に反応度を翻

第5準備書面 34 
整する機器及び設備

原子炉設置（変更）許可
原子炉設置許可及び原子炉設置変

第4準備書面 20 
更許可
原子炉の通常運転状態を超えるよう
な異常な事態において原子炉を未臨

原子炉停止系統 界に移行し及び未臨界を維持する 第5準備書面 34 
ために原子炉を停止する機能を有す
る機器及び設備
平成24年法律第47号による改正前

4第3準備書面で
原子炉等規制法 の核原料物質，核燃料物質及び原 答弁書

子炉の規制に関する法律
略称を変更

、ーー

広域地下構造調査（概 地震発生層を含む地震基盤から解
第23準備書面 50 

査） 放基盤までを対象とした地下構造調

後段規制
段階的規制のうち，設計及び工事の

答弁書 7 
方法の認可以降の規制

国会事故調報告書
東京電力福島原子力発電所事故調

第3準備書面 21 
査委員会・国会事故調報告書

さ

玄海原子力発電所3・4号機再稼働
佐賀地裁決定 差止仮処分申立事件に係る佐賀地 第21準備書面 37 乙108

方裁判所平成29年6月13日決定

佐藤智美氏Lよる「逆断層と横ずれ

佐藤（2010) 
断層の違いを考慮した日本の地殻内

第21準備書面 30 乙104
地震の短周期レベルのスケーリング
貝l]J
佐藤智美氏及び堤英明氏による「20

佐藤・堤（2012)
11年福島県浜通り付近の正断層の

第21準備書面 30 乙105
地震の短周期レベルと伝播経路・地
盤増幅特性I

し
敷地近傍地下構造調査 地震下基構盤造から表層までを対象とした 第23準備書面 50 
（精査） 地 調査
四国電力 四国電力株式会社 第21準備書面 14 
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事故防止対策 係自然的条件及び社会的条件との関
をも含めた事故の防止対策

第5準備蓄函 6 

断層モデルを用いた手法による地震
動評価に関する専門家を含めた発

地震等基準検討チ…ム 電用軽水型原子炉施設の地震・i章 第9準備書箇 18 
波に関わる規制基準に調する検討
チーム

基準地震動及び耐震設計方針に係

地震動審査ガイド
る審査ガイド（平成25年6月19日原

第9準備蓄面 11 乙52
悉管地発第1306192号原子力規制
員会決定）

実用発電用原子炉及びその付属施
実用発電用原子炉施設 設 答弁書 5 

実用炉設置許可基準規
実用発篭用原子炉及びその附属施

員IJ 雲設南の位置，構造及び設備の基準に 第4準備書面 30 
る規員IJ

発電用原子炉の設置，運転等
実用炉則 に関する規員lj（昭和53年12月28日 第4準備書面 20 

通商産業省令第77号）
島崎氏 島崎邦彦氏 第10準備書函 6 

島崎証言 名古屋高等裁判所金沢支部に係属 第19準儒書面 10 If! 1 68 
する事件での島崎氏の証言内容

島崎氏が執筆した論文であるf最大
島崎提言 クラスではない日本海『最大クラス』 第16準備書菌 33 甲152

の津波Iにおける島崎氏の提言
畠崎発表 島崎邦彦氏の発表 第10準備書君主 6 

重大事故 炉心等の著しい損傷に至る事故 第5準備書面 5 

重大事故等 重大事故に至るおそれがある事故又 第5準備書函 7 
は重大事故

重大事故等対策 重大事故の発生防止対策及び重大
第5準備書面 6 

事故の拡大防止対策
重大事故が発生した場合Lおける自

重大事故の拡大防止対
然的条件及び社会的条件との関係

をも含めた大量の放射性物を防質止がす敷る 第5準備書面 6 
策

地外部に放全確出保され対る策事態
ための安

蓑大事故に至るおそれがある事故
（運転時の異常な過渡変化及び設計

重大事故の発生防止対 基準事故を除く。）が発生した場合に
第5準備書菌 6 

策 おける自然的条件及び社会的条件と
の額係をも含めた炉心等の著しい損
傷を防止するための安全確保対策

常設重大事故緩和設備 重大事故緩和設備のうち常設のもの 第23準備書国 11 

常設重大事故防止設備 重大事故防止設備のうち常設のもの 第23準（薦書面 10 

常設重大事故防止設備であって，耐
常設耐震重要重大事故 震重要施設に属する設計基準事故 第23準備書面 10 
防止設備 対処設備が有する機能を代替するも

の

山 81-



改正原子炉等規制法43条の3の23
が規定する．発電用原子炉施設の位
置，構造若しくは設備が同法43条の
3の6第1項4号の基準に適合してい
ないと認めるとき，発電用原子炉施
設が同法43条の3の14の技術上の

使用停止等処分 基準に適合していないと認めるとき 第1準備書面 26 
に，原子力規制委員会が，原子炉設
置者に対し当該発電用原子炉施設
の使用の停止，改造．修理文は移
転，発電用原子炉の運転の方法の
指定その他保安のために必要な措
置を命ずる処分

発電用原子炉設備に関する技術基
省令62号 準を定める省令（昭和40年6月15 答弁書 7 

日通商産業省令第62号）

省令62号の解釈
発電用原子力設備に関する技術基

第3準備書面 19 甲56
準を定める省令の解釈について
大飯破砕帯有識者会合l』おいて確

新F-6破砕帯 認された旧F-6破砕帯とは異なる 第8準備書面 5 
位置を通過する新たな破砕帯

新規制基準
設置許可基準規則及び技術基準規

第3準備書面
6第4準備書面別

則等（同規則の解釈やガイドも含む） 紙参照
核原料物質，核燃料物質及び原子

審査基準等
炉の規制に関する法律等に基づく原

第4準備書面 28 
子力規制委員会の処分に関する審
査基準等

関西電力株式会社大飯発電所の発
電用原子炉設置変更許可申請書（3

審査書案 号及び4号発電用原子炉施設の変 第17準備書面 7甲164
更）に関する審査書（案）（平成29年
2月22日原子力規制委員会）

発電用原子炉施設に関する耐震設
乙2。答弁書か

新耐震設計審査指針 計審査指針（平成18年9月19日原 第1準備書面 10 
ら略称を変更。

子力安全委員会決定）
す
推本 地震翻査研究推進本部 第9準備書面 11 

推本長期評価手法報告
推本による『「活断層の長期評価手

書
法J報告書（暫定版）』（平成22年11 第23準備書面 23 乙115
月）
震源断層を特定した地震の強震動

推本レシピ 予測手法（レシピ）（平成21年12月 第3準備書面 14 乙36・73・87
21日改訂）

せ
実用発電用原子炉及びその附属施

設置許可基準規則
設の位置，構造及び設備の基準に

第3準備書面 4 
関する規則（平成25年6月28日付
け原子力規制委員会規則第5号）
実用発電用原子炉及びその附属施

設置許可基準規則の解
設の位置，構造及び設備の基準に
関する規則の解釈（平成25年6月1 第5準備書面 7乙44・113 

釈
9日原規技発第1306193号原子力
規制委員会決定）

設置法
原子力規制委員会設置法（平成24

第4準備書面 5 
年法律第47号）

そ
訴訟要件（1) 処分権限 答弁書 5 
訴訟要件③ i損害の重大性， ii補充性 答弁書 5 
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訴訟要件④ 原告適格 答弁書 5 
た

第2ステージ
Mo（地震モーメント）＞7.5E+18N 
m 

第21準備書面 44 

「耐震設計審査指針の改訂に伴う関
西電力株式会社美浜発電所1号

耐震安全性評価に対す
機．高浜発電所3,4号機，大飯発電

る見解
所3号機，4号機耐震安全性に係 第1準備書面 30 乙23

る評価について（基準地震動の策定
及び主要な施設の耐震安全性評
価）Jに対する見解
設計基準対象施設のうち，地震の発
生によって生ずるおそれがあるその

耐震重要施設 安全機能の喪失に起因する放射線 第23準備書面 9 

による公衆への影響の程度が特に
大きいもの
耐震設計に係る工認審査ガイド（平

耐震設計工認審査ガイド 成25年6月19日原管地発第1306 第5準備書面 8乙47
195号原子力規制委邑会決定）

発電用原子炉施設に関する耐震設
第1準備書面で

耐震設計審査指針 計審査指針（平成18年9月19日原 答弁書 20 
子力安全委員会決定）

略称、を変更

武村雅之氏が執筆した論文である

武村（1998)
『日本列島における地殻内地震のス

第9準備書面 6甲97
ケーリング則一地震断層の影響およ
び地震被害との関連ー l

武村式＋片岡ほか式手 原告らが主張する「壇ほか式」を「片
第21準備書面 33 

法 岡ほか式Jに置き換えた手法
田島礼子氏ほかによる『内陸地殻内

田島ほか（2013)
および沈み込みプレート境界で発生

第21準備書面 30 乙106
する巨大地震の震源パラメータに関
するスケーリング則の比較研究」

短周期レベル
短周期領域における加速度震源ス

第16準備書面 8 
ベクトルのレベル
壇一男氏，渡辺基史氏，佐藤俊明氏
及び石井透氏が執筆した論文である

壇ほか（2001)
『断層の非一様すベり破壊モデルか

第16準備書面 9甲163
ら算定される短周期レベルと半経験
的波形合成法による強震動予測の
ための震源断層モデル化J

ち
．敷地内及び敷地周辺の地質・地質構

地質審査ガイド
造調査に係る審査ガイド（平成25年

第5準備書面 7乙45
6月19日原管地発第1306191号
原子力規制委員会決定）

と
東京電力 東京電力株式会社 第16準備書面 28 
ね

燃料体 発電用原子炉施設の燃料として使用 第4準備書面
する核燃料物質

25 

lま
平成26年2月12付け『関西電力株

破砕帯評価書 式会社大飯発電所の敷地内破砕帯 第8準備書面 5乙49
評価についてJ

発電用原子炉設置者
原子力規制委員会の発電用原子炉

第4準備書面 6 
の設置許可を受けた者

ひ

評価書案
関西電力株式会社大飯発電所の

第3準備書面 32 乙39
敷地内破砕帯の評価について（案）
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ゐ、

福井地裁平成27年仮処 福井地方裁判所平成27年4月14日
第20準備書面 15 甲138

分決定 決定

福島第一発電所
東京電力株式会社福島第一原子力

第4準備書面 13 
発電所

r、、
発電用原子力設備に関する技術基

平成17年5号内規 準を定める省令の解釈について（平 第1準備書面 18 乙19
成17年12月15日原院発第5号）

平成24年改E前原子炉
平成24年法律第47号による改正前

8答弁書から略称
の核原料物質，核燃料物質及び原 第3準備書面

等規制法
子炉の規制に閉する法律

を変更

平成24年審査基準 平成24年9月19日付けの審査基準 第4準備書面 29 
平成25年審査基準 平成25年6月19日付けの審査基準 第4準備書面 29 

lま
本件各原子炉 大飯発電所3号炉及び4号炉 答弁書 4 
本件各原子炉施設 本件各原子炉及びその付属施設 答弁書 4 

本件各設置変更許可申
関西電力が平成25年7月8付けでし
た本件各原子炉についての設置変 第8準備書面 9 5青
更許可申請
平成24年10月24日付けで原子力

本件シミュレーション
規制委員会が公表した原子力発電

第2準備書面 6 
所の事故時における放射性物質拡
散シミュレーション

平成29年12月
原子力規制委員会による平成29年 25日付け訴え

本件設置変更許可処分 5月24日付け本件各原子炉施設の の変更申立て 5 
設置変更許可処分 に対する答弁

書

み

宮腰研氏らが執筆した論文である
「強震動記録を用いた震源インバー

宮腰ほか（2015) ジョンに基づく圏内の内陸地殻肉地 第16準備書面 24 乙61

震の震源パラメータのスケーリング
員I］の再検討J

宮腰ほか（2015）正誤 宮腰ほか（2015)（乙61)の表6の
第18準備書面 12 乙85

表 一部についての正誤表
も

最高裁判所平成4年9月22日第二

もんじゅ最高裁判決
小法廷判決（民集46巻6号571

第3準備書面 8 
ページ）

ゆ

実用発電用原子炉に係る炉心損傷
防止対策及び格納容器破損防止対

有効性評価ガイド
策の有効性評価に関する審査ガイド

第17準備書面 27 乙80
（平成25年6月19日原規技発第13
061915号原子力規制委員会決
定）

ろ

発電用原子炉の炉心の著しい損傷

炉心等の著しい損傷
若しくは核燃料物質貯蔵設備に貯蔵

第5準備書面 5 
する燃料体又は使用済燃料の著し
い損傷
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